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株式売出届出目論見書の訂正事項分
2026年４月

(第１回訂正分)

梅乃宿酒造株式会社
ブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い、金融商品取引法第７条第１項により有価証券届出書
の訂正届出書を2026年４月８日に近畿財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

○ 株式売出届出目論見書の訂正理由
2026年３月25日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による売出し

2,168,400株(引受人の買取引受による売出し1,893,500株・オーバーアロットメントによる売出し274,900株)の売出し
の条件及び売出しに関し必要な事項を、2026年４月８日開催の当社取締役会において決定いたしましたので、これら
に関連する事項を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「５ 当社
指定販売先への売付け(親引け)について」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたの
で、株式売出届出目論見書を訂正いたします。

○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には 罫を付し、ゴシック体で表記しておりま
す。

第一部 【証券情報】
第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

＜欄内の数値の訂正＞
「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：「1,136,100,000」を「1,107,697,500」に訂正。
「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「1,136,100,000」を「1,107,697,500」に訂正。

＜欄外注記の訂正＞
(注) ６．売出価額の総額は、仮条件(570円～600円)の平均価格(585円)で算出した見込額であり、引受人の買取引受

による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきまして
は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事
項について」をご参照ください。

７．当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する販売先(親引け先)に売付けることを要請して
おります。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。な
お、当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。

指定する販売先(親引け先) 株式数 目的

株式会社南都銀行 上限175,400株
メインバンクとの持続的な関係
を強化するため

株式会社ＮＳＫ 上限175,400株

同社のグループ会社で主要販売
先である株式会社カクヤスとの
取引関係を維持・発展させるた
め

梅乃宿酒造持株会 上限52,600株 当社従業員の福利厚生のため

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規
則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)
であります。

２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】

＜欄外注記の修正＞
(注) １．売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。

仮条件は570円以上600円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2026年４月16日に売
出価格及び引受価額が決定される予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：「164,940,000」を「160,816,500」に訂正。
「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「164,940,000」を「160,816,500」に訂正。

＜欄外注記の訂正＞
(注) ５．売出価額の総額は、仮条件(570円～600円)の平均価格(585円)で算出した見込額であります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

４ ロックアップについて
引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人であるJ-GIA2号投資事業有限責任組合及びJGⅡ

(CAYMAN),L.P.は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、引受人の買取引受による売出
しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2026年10月20日までの期間(以下「ロ
ックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の
計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等(ただし、そ
の売却価格が売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。)を行わない旨
を約束しております。
売出人である吉田佳代(戸籍上の氏名：濱渕佳代)並びに当社株主であるグッドフィールド・ビーチサイド株式会社、

梅乃宿酒造持株会、松浪雄二、二宮充、高橋利光、桝永剛、古澤幸彦及び坂井隆秋は、主幹事会社に対して、ロック
アップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する
当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束してお
ります。
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、

当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却等(株式分割による新株
式発行等、ストック・オプションに係る新株予約権の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の発行等を除
く。)を行わないことを約束しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、

又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日(当日を

含む)後180日目の日(2026年10月20日)までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであり

ます。
(1) 親引け先の状況等
(株式会社南都銀行)

ａ．親引け先の概要

名称 株式会社南都銀行

本店の所在地 奈良市大宮町四丁目297番地の２

代表者の役職及び
氏名

取締役頭取 石田 諭

直近の有価証券報
告書等の提出日

有価証券報告書 第137期
(2024年４月１日～2025年３月31日)
2025年６月25日 関東財務局長に提出

半期報告書 第138期中
(2025年４月１日～2025年９月30日)
2025年11月27日 関東財務局長に提出

ｂ．当社と親引け先
との関係

出資関係
当社は2026年４月８日現在、株式会社南都銀行の普通株式29,000株
を保有しております。

人事関係 該当事項はありません。

資本関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 融資及び資金の決済等に係る取引関係を有しております。

ｃ．親引け先の選定理由 メインバンクとの持続的な関係を強化するためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数
未定(引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、
175,400株を上限として、2026年４月16日(売出価格決定日)に決定さ
れる予定。)

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力との資本・資金上の関係構築を行
っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこ
と、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等
に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢
力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係
を有していないものと判断しております。
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(株式会社ＮＳＫ)

ａ．親引け先の概要

名称 株式会社ＮＳＫ

本店の所在地 東京都北区豊島二丁目３番１号

代表者の役職及び
氏名

代表取締役 野田 智裕

資本金 10,000千円

事業の内容 取引先等への投資及び投資管理

主たる出資者及び
出資比率

株式会社ひとまいる 100％

ｂ．当社と親引け先
との関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資本関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係
同社のグループ会社である株式会社カクヤスは、当社の主要販売先
であります。

ｃ．親引け先の選定理由
同社のグループ会社で主要販売先である株式会社カクヤスとの取引
関係を維持・発展させるためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数
未定(引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、
175,400株を上限として、2026年４月16日(売出価格決定日)に決定さ
れる予定。)

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力との資本・資金上の関係構築を行
っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこ
と、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等
に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢
力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係
を有していないものと判断しております。

(梅乃宿酒造持株会)

ａ．親引け先の概要
梅乃宿酒造持株会(理事長 田中 一浩)
奈良県葛城市寺口27番地１

ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。

ｃ．親引け先の選定理由 当社従業員の福利厚生のためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数
未定(引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、
52,600株を上限として、2026年４月16日(売出価格決定日)に決定さ
れる予定。)

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在
を確認しております。

ｇ．親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
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(2) 株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、前記「４ ロックアップについて」をご参照ください。

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、売出価格決定日(2026年４月16日)に決定される予定の「第２ 売出要項」における引受人の買取引

受による売出しにおける売出株式の売出価格と同一となります。

(4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式(自己株式を
除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

引受人の
買取引受による
株式売出し後の
所有株式数

(株)

引受人の
買取引受による
株式売出し後の
株式(自己株式を
除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

グッドフィール
ド・ビーチサイド
株式会社

奈良県香芝市真美ヶ丘
１丁目12番12号

1,885,040 31.29 1,885,040 31.29

J-GIA2号投資事業
有限責任組合

東京都港区虎ノ門１丁
目３番１号

2,751,580 45.68 1,109,580 18.42

吉田佳代(戸籍上
の氏名：濱渕 佳
代)

奈良県香芝市 740,400 12.29 680,200 11.29

梅乃宿酒造持株会
奈良県葛城市寺口27番
地１

161,840 2.69 214,440 3.56

株式会社南都銀行
奈良市大宮町四丁目
297番地の２

－ － 175,400 2.91

株式会社ＮＳＫ
東京都北区豊島二丁目
３番１号

－ － 175,400 2.91

JGⅡ(CAYMAN),
L.P.

190 Elgin Avenue,
George Town, Grand
Cayman KY1-9008,
Cayman Islands

320,620 5.32 129,320 2.15

松浪雄二 奈良県北葛城郡王寺町 80,280 1.33 80,280 1.33

二宮充 奈良県橿原市 22,000 0.37 22,000 0.37

高橋利光 奈良県大和高田市 20,000 0.33 20,000 0.33

桝永剛 奈良県葛城市 20,000 0.33 20,000 0.33

計 － 6,001,760 99.63 4,511,660 74.90

(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2026年３月25日現在のもので

あります。

２．引受人の買取引受による株式売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による株式売出し後の株式(自

己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2026年３月25日現在の所有株式数及び株式(自己株式

を除く。)の総数に、引受人の買取引受による売出し及び親引け(株式会社南都銀行175,400株、株式会社Ｎ

ＳＫ175,400株、梅乃宿酒造持株会52,600株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。

３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項

該当事項はありません。



株式売出届出目論見書

2026年３月

梅乃宿酒造株式会社



１		　この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株式
1,136,100千円（見込額）の売出し（引受人の買取引受による売出し）
及び株式164,940千円（見込額）の売出し（オーバーアロットメン
トによる売出し）については、当社は金融商品取引法第５条により
有価証券届出書を2026年３月25日に近畿財務局長に提出しており
ますが、その届出の効力は生じておりません。
　したがって、売出しの売出価格等については今後訂正が行われます。
　なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。

２		　この届出目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている内
容のうち「第三部	特別情報」を除いた内容と同一のものであります。



株式売出届出目論見書

梅乃宿酒造株式会社
奈良県葛城市寺口27番地１



本ページ及びこれに続く写真・図表等は、当社グループの概況等を要約・作成したものであります。
詳細は、本文の該当ページをご覧ください。

■ 企業理念

■ 伝統的な日本酒造りから、リキュールのパイオニアへの転換

創業100年以上の歴史

1. 会社概要

　ライトリカーの市場拡大を早期に察知し、当時は業界から非常識とされたリキュールへのチャレンジ
を開始いたしました。これからも市場の新たなニーズを敏感にとらえ、新しい酒文化の創造に邁進
いたします。

1970年
吟醸酒・本醸造

製造販売

外国人・女性の蔵人を採用

杜氏制からチーム制への転換海外展開開始

2005年
「あらごしシリーズ」

誕生

2022年
新蔵移転

ECリニューアル
「PARLORあらごし」誕生2000年

微発泡酒販売
2001年

梅酒販売
1893年

奈良で創業

Purpose 

新しい酒文化を創造する
Mission

驚きと感動で世界中をワクワクさせる
Vision

私たちの挑戦が世界の新たなスタンダードを創り出す
Value 

【進化】 失敗を恐れず挑戦し、
変わり続けることを楽しむ

【団結力】皆を思いやり、絆を深め、同じ方向を向く

【誠実】 規律を守り、ホスピタリティを持ち、
小さな約束も守る

【情熱】 何事も自分事として能動的に捉え、
高い志を持って行動する

【本質思考】前例に頼らず、プロ意識を持って考え尽くす

【遊び心】 完璧に捉われず、好奇心やユーモアを大切にし、
梅乃宿を楽しむ

注1　2.0　リキュール（梅酒）の製造販売を開始した時期
注2　3.0　新蔵へ移転した2022年

梅乃宿1.0
時代のニーズに先手を打ち、

より良い日本酒を追求

梅乃宿2.0*1

清酒に固執しない日本の酒の
新スタイルを提供

梅乃宿3.0*2

新しい酒文化の創造



■ 日本酒リキュールをはじめとした多様なプロダクト展開

リキュール

BtoC向け

ノンアルコール・食品

日本酒

あらごしシリーズ

大人の果肉の沼

ノンアルコール

PARLORあらごし

食品

2. 事業の内容

　日本酒リキュール及び日本酒等の定番商品を中心に、ジン等のスピリッツの製造・販売等も行って
おります。また、事業拡大の一環として、酒粕、ドレッシング等の発酵をテーマとした食品を国内に
向け販売しております。



ファンの生声や熱量を
生かし、

ワクワクする
ブランド体験/商品を

一緒に創り上げる

ファンコミュニティや
SNSで

ユーザーの生声を聞く

一緒に創り上げた
ファンの声を通じ
ワクワク体験や
新商品の魅力が

オーガニックに広がっていく

「熱量を持ったファンの声」
が拡散

梅乃宿の魅力を伝え
新たなファンを生む

「＃ワクワクの蔵」を旗印に、ToC事業を新しいチャレンジの
プラットフォームにファンと双方向に繋がってブランド体験を作る

ブランドを一緒に共創する “ファン母体” が広がる

■ 当社のセールス＆マーケティング

2. 事業の内容

安定的な基盤で収益を獲得
マーケティング・商品開発の

チャレンジに投資

大きな売上を作る場
BtoB事業 BtoC事業

新しいチャレンジの場

BtoC事業で得られた顧客の生声 ファンとの共創型施策

BtoCでの販売実績

●❶：ファンの
「声を聞く」

●❷：ファンと
「共に創る」

●❸：ファンと
「共に広げる」

ファンの声が
次なるファンを生む

梅乃宿の
自社製造体制 “体験性”を重視した商品開発

さらなる
販路拡大・売上増進

生活者ニーズをとらえた
商品を大規模生産 認知拡大・新客獲得

独自のブレンド技術/レシピによる
質の高い商品開発

素早い“トライ＆エラー”

共創型の
マーケティングを通じて

梅乃宿の魅力を足元から広める

■ 梅乃宿式 “生活者共創型マーケティング”
　自社サイトやSNS等を通じてファンとコミュニケーションをとり、その声を生かしながら商品を
開発し、ファンと共に価値を創り上げる「ワクワクするブランド体験」を通じて、ファンコミュニ
ティの更なる強化・拡大をはかり、事業成長につなげていきます。

　当社は、BtoB事業とBtoC事業間に好循環を創出する「UMENOYADO LOOP」を事業成長モデル
に掲げ、更なる成長を目指しております。BtoB事業において獲得する安定的な収益をBtoC事業へ投
資し、その成果をBtoB事業に波及させ、さらなる事業の販路・売上拡大につなげていきます。

✓ ブランドの価値を企業側で規定せず、「ファンと共に価値づくり」からおこなう
✓ コアとなるのは「ファンの熱量」。この熱量と、そこからの広がりを第一に考え、
　 ファンと共に・ファンの声で魅力を広げる
✓ ファンの声の広がりで「次なるファン」を生み出し、その輪を大きくしていく

大切に
すること



■ 生産体制

2. 事業の内容

　杜氏制度からデータを活用した酒造りに転換し、同一商品の味の再現精度の向上等、品質の安定
化を実現しています。新たな酒造りを支えるために、働き方改革による従業員のリテンション強化
や多様な人材採用の取り組みを推進しております。

⚫ 2022年に新蔵に移転したことで、製造キャパを拡大
⚫  温度管理や衛生管理の精度が格段に向上し、天候や微生物の混入など外的要因に左右

されない安定生産が可能に

⚫ 過去20年にわたる酒造りのデータを数値化・蓄積
⚫ 杜氏の勘と経験に頼らない、高品質かつ再現性のある日本酒造りを実現

酒米×精米×水×麹×酵母×温度×時間×仕込み段数 ⇒ 100万通り以上
　酒造りをパズルに例えると・・・

梅乃宿の場合
　これまで蓄積したデータに基づき
　無数に存在するパズルのピースの中から、
　求められるピースを
　正確に選ぶことが出来るということ

データの蓄積がない場合
　勘と経験則で
　ピースを選ぶ為、
　多くの時間と調整が必要

最先端の設備を有する新蔵

杜氏制度を廃したデータに基づいた酒造り

新たな酒造りのスタンスに共感した多様なバックグラウンドを持つ人材の採用



12％

空港
免税店

アジア
37%

北米
27%

オセアニア
5%

　その他
12%

欧州
 7%

■ 販売体制

2. 事業の内容

　■ 市場構成：国内82％、海外18％（2025年６月期）
　■ 販売チャネル

酒販店などの酒類専門業者、問屋業の卸売業者への販売が主体。
国内取引企業1,000社超のネットワークを有しており、当社の「あ
らごしシリーズ」のヒットを牽引する販売基盤

ECでは革新的な新商品の投入とSNS等を活用したプロモーション施策に加え、EC専用商品の 
企画開発・販売等を推進。直営店では、梅酒づくり体験や年２回の当蔵の開放イベント等を通じ、
消費者と直接の接点を持つための取り組みを展開

輸出開始から約20年が経過。25年12月現在でアメリカ合衆国・中華人民共和国・香港・台湾・
ドイツ・オーストラリア・マレーシア・イギリス等24の国または地域に販路を展開

国内BtoB

国内BtoC

海外マーケット

注1：2023年6月期から2026年6月期2Qまでの出荷実績のある国数。
注2： 海外売上高には免税店を含む空港向けの販売の全部又は一部が含まれます。空港向けの販売は重要性の増加に応じて管理区分を

変更しており、2025年6月期から、国内商社経由の空港向けの販売については、免税店向けの販売が含まれないため、国内での
販売（BtoB）として管理しております。そのため、2025年6月期以降は、国内商社経由での空港向けの販売額は含まれておりません。

✓ 25/6期の海外売上は主に以下の要因で24/6期より売上高
が低下
−北　米： 24/6期に発生した纏め買いの反落及びトランプ

関税による貿易情勢の不透明性による需要低下
−アジア： 中国の景況感の不透明性による需要の落込み

✓ 26/6期は上記の不透明性が払拭したこと及び、25/6期に
取り組んだ海外販路拡大の施策効果により25/6期を上回
る勢いで売上拡大

海外売上高推移*2

（単位：百万円）
輸出先地域の内訳

（26/6期2Q）・海外24の国または地域*1に展開
・輸出先地域は、アジア、北米、欧州、オセアニア

アジア
中国・台湾・香港を中核市場に位置づけしな
がら、インド、シンガポールを含むASEAN、
韓国など成長国での取引拡大を推進

オセアニア
オーストラリアを拠点市場とし、ニュージー
ランドへの販路拡張で南半球市場を強化

欧州
ドイツとフランスを中核に、高付加価値市場
でのブランド浸透を推進

北米
代理店を通じたリキュール販売強化により 
量販・専門店の両軸で拡大

海外
18.0％ BtoB

66.7％

BtoC
15.3％ 国内

海外展開の方針 海外展開の状況

■ 戦略的な海外展開
　当社の海外事業は、局所的に集中することなく広範な国または地域に、リキュール、日本酒に加
え、スピリッツも輸出しております。今後も販路開拓を推進し世界各国への輸出を強化していく方
針としております。また、空港免税店との取組を進めインバウンド需要獲得を推進してまいります。

26/6期
2Q

23/6期

709643
482 484

25/6期24/6期



■ 梅乃宿の成長ポテンシャル

■ 成長戦略

2. 事業の内容

注1　2021年6月期から2025年6月期までの年平均成長率
注2　 株式会社富士経済「2026年食品マーケティング便覧No.3」におけるリキュール類（スピリッツに果実やハーブの香りをつけ 

糖質などを添加したアルコール飲料のうち、アルコール度数10％未満の缶チューハイ等の割らずにそのまま飲めるものを 
除いたもの）のうち、国産のものからレモンサワーの素を除いた金額を果実リキュールの市場規模として、果実リキュール
実績値（2024年）を分母、当社のリキュール売上高（2024年）を分子としてシェアを算出

注3　2023年6月期から2026年6月期2Qまでの出荷実績のある国数。

　今後の事業成長のために、新規の販売チャネルの拡大によるシェアの獲得に加え、新規領域の拡
大や、新たなニーズを獲得する新ブランドの商品の開発を進め、事業の拡大をすすめてまいります。

新規領域 新規ブランド
• 既存事業とシナジーのある

食品領域への進出
• その他にも、共創により

顧客ニーズを深耕し、新規
事業分野を創出

• プレミアムラインの拡大
　✓ 中、少量の質の高いお酒

を楽しむ顧客ニーズへの
対応

• 健康系の新規ブランド
　✓ 健康意識の高まりに対応

した健康を意識した素材
を活用した

　✓ 食品（ノンアルコール）
ブランドの拡充

新規の販売チャネル
• 国内取引先の開拓
• 海外販売の展開
　✓ コストコ海外取引拡大・

大手量販店獲得
　✓ 新規国開拓（欧州・中東）
　✓ 日本国外のインバウンド

需要の取り込み
• EC販売の拡大（DtoC）
• 直営店を活用した観光需要

拡大

At a glance 財務数値・KPI（26/6期2Q）

•売上高平均成長率*1 +10.2% •売上高 1,684百万円

•リキュール市場シェア*2 16.7% •海外売上高 484百万円

•取引先数 1,000社超 •BtoC売上高 227百万円

•展開国数*3 24の国または地域 •ROE 7.5%

短期 中期 長期

新規販売
チャネル
開拓

IPO

新規
分野

既存販売チャネルの
深掘



■ 株主還元策 ■ 株主優待

3. 業績推移

4. 株主還元策/株主優待

保有株数

200株以上 100株以上
200株未満

保有期間
1年以上

・EC利用券2,000円分
・ 対象株主限定日本酒
（720ml）

・ 株主限定蔵見学会

・ EC利用券 
2,000円分

保有期間
1年未満

・ EC利用券1,000円分
・ 対象株主限定日本酒
（720ml）

・ EC利用券 
1,000円分

■ 業績推移
売上高

当期純利益

営業利益・営業利益率

純資産／総資産

[百万円]

[百万円]

[百万円] [%]

[百万円]

■営業利益 営業利益率

■純資産　■総資産

3,000

2,000

1,000

0

1,817 1,738

2,410
2,698 2,684

1,684

21/6期 22/6期 23/6期 24/6期 25/6期 26/6期
2Q
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0
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317
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2Q

7,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1,000

0

2,4472,447

3,2063,206 3,1163,116

6,6486,648

3,3333,333

6,6696,669

2,9502,950

6,1716,171

3,1923,192

6,0616,061

3,4503,450

6,3256,325

21/6期 22/6期 23/6期 24/6期 25/6期 26/6期
2Q

総還元性向

50%目標

配当性向
40%

自己株式の
取得等
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【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2026年３月25日

【会社名】 梅乃宿酒造株式会社

【英訳名】 UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田佳代

(戸籍上の氏名：濱渕佳代)

【本店の所在の場所】 奈良県葛城市寺口27番地１

【電話番号】 0745-69-2121

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 松浪雄二

【最寄りの連絡場所】 奈良県葛城市寺口27番地１

【電話番号】 0745-69-2121

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 松浪雄二

【届出の対象とした売出有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした売出金額】 売出金額

(引受人の買取引受による売出し)

ブックビルディング方式による売出し 1,136,100,000円

(オーバーアロットメントによる売出し)

ブックビルディング方式による売出し 164,940,000円

(注) 売出金額は、有価証券届出書提出時における見込額であり

ます。

なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式には、

日本国内において販売される株式と、ＳＭＢＣ日興証券株

式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とす

る海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資

家に対して販売される株式が含まれております。

詳細は、「第一部 証券情報 第２ 売出要項 １ 売出

株式(引受人の買取引受による売出し)」をご参照くださ

い。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

該当事項はありません。

第２ 【売出要項】

１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

2026年４月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引

受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」

において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格)で売出し

(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日(2026年４月24日(金))に引受

価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と

いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券

上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係

る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で売出価格を決定する方法をいう。)により決

定される価格で行います。

種類 売出数(株)
売出価額の総額

(円)
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

－
入札方式のうち入札
による売出し

－ － －

－
入札方式のうち入札
によらない売出し

－ － －

普通株式
ブックビルディング
方式

1,893,500 1,136,100,000

東京都港区虎ノ門一丁目３番１号

J-GIA2号投資事業有限責任組合
1,642,000株

190 Elgin Avenue, George Town,

Grand Cayman KY1-9008, Cayman

Islands

JGⅡ(CAYMAN),L.P.
191,300株

奈良県香芝市
濱渕佳代

60,200株

計(総売出株式) － 1,893,500 1,136,100,000 －

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお

ります。

２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,893,500株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の

関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資

家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。)される

ことがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性

があります。

上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に

よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販

売株数」という。)の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び海外販売

株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、引受人の買取引受による

売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2026年４月16日)に決定されます。

海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始

される売出しに係る事項について」をご参照ください。
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３．引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、274,900株を上限として、ＳＭＢＣ日興

証券株式会社が当社株主であるJ-GIA2号投資事業有限責任組合及びJGⅡ(CAYMAN),L.P.(以下「貸株人」と総

称する。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)

を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

４．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に

関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参照くださ

い。

５．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

６．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(600円)で算出した見込額であり、引受人

の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつ

きましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出し

に係る事項について」をご参照ください。

７．当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する販売先(親引け先)に売付けることを要請する

予定であります。当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。

指定する販売先(親引け先) 株式数 目的

株式会社南都銀行
（取得金額100百万円に相当する
株式数を上限として要請を行う
予定であります。）

メインバンクとの持続的な関係
を強化するため

株式会社ＮＳＫ
（取得金額100百万円に相当する
株式数を上限として要請を行う
予定であります。）

同社の親会社で主要販売先であ
る株式会社ひとまいるとの取引
関係を維持・発展させるため

梅乃宿酒造持株会
（取得金額30百万円に相当する
株式数を上限として要請を行う
予定であります。）

当社従業員の福利厚生のため

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規

則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)

であります。
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

(2) 【ブックビルディング方式】

売出価格
(円)

引受価額
(円)

申込期間
申込株
数単位
(株)

申込
証拠金
(円)

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契
約の内容

未定
(注)１

未定
(注)１

自 2026年
４月17日(金)
至 2026年
４月22日(水)

100
未定
(注)２

引受人及びそ
の委託販売先
金融商品取引
業者の全国の
本支店及び営
業所

東京都千代田区丸の内三丁目３
番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社

大阪府大阪市中央区今橋一丁目
８番12号
岩井コスモ証券株式会社

東京都港区六本木一丁目６番１
号
株式会社ＳＢＩ証券

東京都中央区日本橋室町二丁目
２番１号
岡三証券株式会社

東京都港区赤坂一丁目12番32号
マネックス証券株式会社

東京都千代田区麹町三丁目３番
６
丸三証券株式会社

東京都港区南青山二丁目６番21
号
楽天証券株式会社

未定
(注)３

(注) １．売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。

売出価格の決定に当たり、2026年４月８日に仮条件を提示する予定であります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2026年４月16日に売

出価格及び引受価額が決定される予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力

が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定される予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機

関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２．申込証拠金は、売出価格と同一といたします。なお、申込証拠金には、利息をつけません。

３．引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売

出価格決定日(2026年４月16日)に決定する予定であります。なお、元引受契約においては、引受手数料は支

払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

５．株式受渡期日は、2026年４月24日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受人の買

取引受による売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に

関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
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７．申込みに先立ち、2026年４月９日から2026年４月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として

需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従

い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに

おける表示等をご確認ください。

８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取

引業者に販売を委託する方針であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数(株)
売出価額の総額

(円)
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

－
入札方式のうち入札
による売出し

－ － －

－
入札方式のうち入札
によらない売出し

－ － －

普通株式
ブックビルディング
方式

274,900 164,940,000
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社

計(総売出株式) － 274,900 164,940,000 －

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し

た上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。な

お、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロッ

トメントによる売出しが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ

れております。

３．引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま

す。

４．振替機関の名称及び住所は、「１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の(注)５に記載した振替機

関と同一であります。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(600円)で算出した見込額であります。
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

(2) 【ブックビルディング方式】

売出価格
(円)

申込期間
申込株数単位

(株)
申込証拠金

(円)
申込受付場所

引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契約
の内容

未定
(注)１

自 2026年
４月17日(金)
至 2026年
４月22日(水)

100
未定

(注)１

ＳＭＢＣ日興証券
株式会社の本店及
び全国各支店

－ －

(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ

れぞれ同一とし、売出価格決定日(2026年４月16日)に決定する予定であります。なお、申込証拠金には、利

息をつけません。

２．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式

は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売

買を行うことができます。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「２ 売出の条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブ

ックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１ 東京証券取引所スタンダード市場への上場について

当社は前記「第２ 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を主幹

事会社として東京証券取引所スタンダード市場への上場を予定しております。

２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について

引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、

欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されることがあ

ります。以下は、係る海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事

項を一括して掲載したものであります。

(1) 株式の種類

当社普通株式

(2) 海外販売の売出数(海外販売株数)

未定

(注) 上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、引受人の

買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2026年４月16日)に決定されます。

(3) 海外販売の売出価格

未定

(注) １．海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受によ

る売出し) (2) ブックビルディング方式」の(注)１と同様であります。

２．海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)

(2) ブックビルディング方式」に記載の引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の売出価格と

同一といたします。

(4) 海外販売の引受価額

未定

(注) 海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の引受価額と同一といたしま

す。

(5) 海外販売の売出価額の総額

未定

(6) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、また、単元株式数は100

株であります。

(7) 売出方法

下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受による売出しの売出株式を買取引受けした上で、引受人の買取引受に

よる売出しに係る売出株式のうちの一部をＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中

心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売します。

(8) 引受人の名称

前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に

記載の引受人

(9) 売出しを行う者の氏名又は名称

前記「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出人
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(10) 売出しを行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)

(11) 海外販売の受渡年月日

2026年４月24日(金)

(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所

３ オーバーアロットメントによる売出し等について

引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、274,900株を上限として、引受人の買取引受によ

る売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」とい

う。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数

を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない

場合があります。

これに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、

貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2026年５月22日を

行使期限として付与される予定であります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2026年５月22日までの間(以下

「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券

取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケー

トカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において

も、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントに

よる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に

より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す

る予定であります。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合

の売出数については、2026年４月16日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、

ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からＳＭＢＣ日興証券株式会社へ

のグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行わ

れません。

４ ロックアップについて

引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人であるJ-GIA2号投資事業有限責任組合及びJGⅡ

(CAYMAN),L.P.は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、引受人の買取引受による売出

しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2026年10月20日までの期間(以下「ロ

ックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の

計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等(ただし、そ

の売却価格が売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。)を行わない旨

を約束しております。

売出人である吉田佳代(戸籍上の氏名：濱渕佳代)並びに当社株主であるグッドフィールド・ビーチサイド株式会社、

梅乃宿酒造持株会、松浪雄二、二宮充、高橋利光、桝永剛、古澤幸彦及び坂井隆秋は、主幹事会社に対して、ロック

アップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する

当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束してお

ります。

また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、

当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却等(株式分割による新株

式発行等、ストック・オプションに係る新株予約権の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の発行等を除

く。)を行わないことを約束しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、

又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
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第二部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第71期 第72期 第73期 第74期 第75期

決算年月 2021年６月 2022年６月 2023年６月 2024年６月 2025年６月

売上高 (千円) 1,817,656 1,738,293 2,410,471 2,698,678 2,684,862

経常利益 (千円) 420,293 439,318 264,115 425,270 306,038

当期純利益 (千円) 297,420 212,505 218,695 317,170 241,696

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) － － － － －

資本金 (千円) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

発行済株式総数 (株) 330,000 256,014 256,014 301,196 6,023,920

純資産額 (千円) 2,447,655 3,116,599 3,333,617 2,950,308 3,192,868

総資産額 (千円) 3,206,317 6,648,936 6,669,737 6,171,740 6,061,345

１株当たり純資産額 (円) 7,417.14 12,158.37 13,006.05 489.77 530.03

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
450.00

(－)
－

(－)
－

(－)
3,320.00

(－)
－

(－)

１株当たり当期純利益 (円) 901.27 682.53 854.23 56.60 40.12

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 76.3 46.8 49.9 47.8 52.7

自己資本利益率 (％) 12.7 7.6 6.8 10.1 7.9

株価収益率 (倍) － － － － －

配当性向 (％) 49.9 － － 293.3 －

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － － － 570,470 250,298

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － － － △120,896 △246,607

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) － － － △950,000 △242,119

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) － － － 1,755,489 1,516,017

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
49

〔24〕
54

〔21〕
62

〔35〕
71

〔33〕
73

〔28〕

(注) １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第71期及び第75期については、潜在株式が存在しないた

め、第72期から第74期については潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握

できないため、記載しておりません。

４．当社株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。

５．第72期、第73期及び第75期の１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載

しておりません。

６．第74期の１株当たり配当額は臨時配当であります。
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７．第71期から第73期については、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フロー

に係る各項目については記載しておりません。

８．従業員数は就業人員であり、臨時の雇用者数の年間平均雇用人数は〔 〕に外書きで記載しております。

９．第74期及び第75期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、太陽有限責

任監査法人により監査を受けておりますが、第71期、第72期及び第73期の財務諸表については、会社計算規

則（平成18年法務省令第13号）の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の

２第１項の規定に基づく監査証明を受けておりません。なお、第73期の計算書類については、会社法第436

条第２項第１号の規定に基づき、太陽有限責任監査法人の監査を受けております。

10．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第72期の期首から適用してお

り、第72期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

11．当社は、2025年４月17日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、第74期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

12．当社は、2025年４月17日付で株式１株につき20株の株式分割を行っております。

そこで、東京証券取引所自主規制法人の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの

部)』の作成上の留意点について」(平成24年８月21日付東証上審第133号)に基づき、第71期の期首に当該株

式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとな

ります。なお、第71期から第73期の数値（１株当たり配当額についてはすべての数値）については、太陽有

限責任監査法人の監査を受けておりません。

回次 第71期 第72期 第73期 第74期 第75期

決算年月 2021年６月 2022年６月 2023年６月 2024年６月 2025年６月

１株当たり純資産額 (円) 370.86 607.92 650.30 489.77 530.03

１株当たり当期純利益 (円) 45.06 34.13 42.71 56.60 40.12

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － －

１株当たり配当額 (円) 22.50 － － 166.00 －
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２ 【沿革】

1893年３月、創業者である吉田熊太郎は、現在の奈良県葛城市において、日本酒の製造・販売を目的として当社の前

身である「吉田熊太郎商店」を創業いたしました。

その後、1950年５月に事業拡大のため当該事業を法人化し、商号を「梅乃宿酒造株式会社」といたしました。

梅乃宿酒造株式会社設立以後の当社に係る経緯は、次のとおりであります。

年月 概要

1950年５月 奈良県葛城市に日本酒製造業を目的とした梅乃宿酒造株式会社を設立

1968年11月 食品衛生法における酒類製造業の営業許可を取得

2001年４月 リキュール製造免許を取得し梅酒の製造・販売を開始

2001年11月 焼酎乙類の製造免許を取得

2001年11月 東京事務所を開設

2002年11月 小売販売を目的とした子会社有限会社エミューコーポレーションを設立

2006年５月 雑酒製造免許を取得

2009年７月 甘味果実酒の製造免許を取得

2011年４月 有限会社エミューコーポレーションが小売販売を行う梅乃屋本舗を開店

2016年６月 アメリカでの酒類販売会社 UMENOYADO USA.INCを設立

2017年７月 民間型学童保育施設の運営を目的とした子会社小梅株式会社を設立

2020年４月 梅乃宿ホールディングス株式会社を設立し、当社を子会社化

2020年６月 スピリッツ製造免許を取得

2021年６月 第三者割当増資により、日本成長投資アライアンス株式会社が運営するファンドが資本参加

2021年６月 小梅株式会社を吸収合併

2022年３月 梅乃宿ホールディングス株式会社を吸収合併

2022年３月 有限会社エミューコーポレーションを吸収合併

2022年７月 奈良県葛城市寺口に新蔵を建設し、本社・製造場を移転

2022年７月 UMENOYADO USA.INCを清算

2023年６月 「大阪版食の安全安心認証制度」の認証を取得

2025年10月 「奈良県SDGs企業認証制度」のアドバンス認証を取得

2025年12月 その他の醸造酒製造免許を取得
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３ 【事業の内容】

当社は、「新しい酒文化を創造する」をパーパス（目的）として、酒類の製造及び国内外での販売等の事業を行

っております。

当社は、創業者が吉田熊太郎商店として事業を開始した1893年３月より日本酒の製造販売を行っております。日

本酒蔵としては後発となりますが、酒の品質にこだわり、戦後復興の景気を捉えることで地元ブランドの日本酒蔵

として認知度を向上させてまいりました。高度経済成長期には大手メーカーの日本酒が人気となり、これに伴って

「桶売り」（造った酒を他の酒蔵に売り、買い手の商品として販売する商慣習）の需要が拡大しました。当社は当

該需要を獲得すべく思い切って生産設備に投資を行い、旺盛な日本酒需要を背景に事業を拡大いたしました。

しかし、高度経済成長期が一段落した1970年代を境に日本酒の消費量は減少に転じ始めました。「桶売り」の需

要に減少がみられる中、当社は、次なる戦略として自社ブランドへの回帰を目指し、当時はまだ幅広く知られてい

なかった吟醸酒造りに進出いたしました。必ずしも地酒蔵にとって良い環境とはいえない中にありながら、当社は

吟醸酒ブームに乗ってブランド力を高めることに成功しました。吟醸酒を展開する一方、まだ吟醸酒が広く飲まれ

ていなかった地元奈良向けには本醸造酒の製造販売を開始するなど、時代・地域に応じたニーズを捉えながら事業

を継続してまいりました。

現在では当社のように一年を通して日本酒を製造する例も増えましたが、日本酒は元来季節商品です。秋を迎え

るころに準備に取りかかり、冬に仕込み、春になって新酒の出荷が始まると４月から10月は休蔵期に入るというサ

イクルでした。そのため、年間を通じて安定した収入が得られないことが、経営を難しくしていました。当社は、

1990年代後半から2000年にかけて、この課題を打開すべく、当時話題となっていた微発泡酒の開発・販売など、業

績の平準化に向けた取り組みを行っておりました。

そのような取り組みの中で、当社にとって大きな転機となったのが、現在の主力商品である日本酒リキュールへ

の進出の第一歩である梅酒の製造販売です。まだ梅酒といえば自宅で漬けるものといったイメージが強かった中、

当社は酒類等製造免許の規制緩和を機に2001年にリキュールの製造免許を取得し、日本酒蔵としては先駆的であっ

た日本酒仕込みの梅酒の製造販売をスタートさせました。これは、ライフスタイルの変化から、ライトリカーの市

場拡大を早期に察知したためです。

当時は業界から非常識とされたリキュールへのチャレンジでしたが、この梅酒が大きなヒットとなり、更なる事

業拡大の契機となったほか、日本酒蔵にありがちであった季節的な業績変動を克服するなど、経営の安定にもつな

がりました。

その後も、当社は、日本酒の可能性を広げるべく、様々な果実リキュールの新作を開発し、飲酒カテゴリーの多

様化といったマーケットの変化に柔軟に対応しながら事業の拡大を続け、現在は、伝統の日本酒造りを軸としつ

つ、果実をふんだんに使用した「あらごしシリーズ」をはじめとする日本酒リキュールを販売アイテムの中心とし

て様々な商品を展開し、最近事業年度の売上高は2,684,862千円、売上総利益率は55.7％と、清酒製造者、リキュ

ール製造者の平均を上回る(注１)収益性を有するにいたっております。清酒製造者の平均を上回る主な理由は、日

本酒は、製造に30日以上の日数を要し、かつ人的作業が比較的多く手間がかかる一方で、全国の地酒蔵と価格を含

めた競争が激しい環境にあることに比べ、リキュールは製造リードタイムが短く固定費効率や在庫回転率が高い

(注２)ことによるものです。また、リキュール製造者平均を上回る理由については、「(1) 商品の特徴」に記載の

通り、当社が一定のシェアを有していることで、価格をコントロールしやすい状況にあるためであると考えており

ます。

近年では、日本酒造りで培った技術と業種平均を上回る収益性という２つの基盤を活用し、「驚きと感動で世界

中をワクワクさせる」のミッションのもと、大和の地酒造りというアイデンティティを守りながらも、お酒の新た

な可能性を開拓すべく既存の常識にとらわれない新商品開発に挑戦し、消費者との共創を重要視し、「私たちの挑

戦が世界の新たなスタンダードを創り出す」というビジョンの達成に向け、事業に邁進しております。また、日本

の酒文化を世界に伝えるべく海外展開にも力を入れております。

(注)１．清酒製造者平均の酒類事業売上高は309百万円、売上総利益率は38.8％、リキュール製造者平均の酒類事
業売上高は7,452百万円、売上総利益率は40.5％（出所：国税庁「酒類製造業及び酒類卸売業の概況（令
和６年アンケート）」）

(注)２．当社2025年６月期における、日本酒の売上総利益率は31％、主力リキュールの売上総利益率は57％。ま
た、在庫回転率（2025年年間の在庫数及び出荷数に基づき算出）は、日本酒1.2回、リキュール7.5回。
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当社の2021年６月期以降の業績推移は以下のとおりであります。以下の売上高に基づき算出した2021年６月期か

ら2025年６月期までの売上高成長率（平均成長率）は10.2％となります。

（金額単位：百万円）

2021年6月期 2022年６月期 2023年６月期 2024年６月期 2025年６月期
2026年６月期
（中間）

売上高 1,817 1,738 2,410 2,698 2,684 1,684

営業利益 311 331 248 422 317 376

営業利益率 17% 19% 10% 16% 12% 22%

当期純利益 297 212 218 317 241 249

純資産 2,447 3,116 3,333 2,950 3,192 3,450

総資産 3,206 6,648 6,669 6,171 6,061 6,325

*1 2021年６月期から2023年６月期の財務数値については、会社計算規則（平成18年法務省令第13号）の規定に基
づき算出した各数値を記載しており金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を受けており
ません。なお、2023年６月期の計算書類については、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、太陽有限
責任監査法人の監査を受けております。

*2 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を2022年６月期の期首から適用し
ており、2022年６月期以降に係る財務数値及び比率については、当該会計基準等を適用した後の数値となって
おります。

(1) 商品の特徴

① 定番商品

当社は、日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ（後述）」等の果実をつけ込んだ日本酒リキュー

ルを中心として製造販売する他、ジン等のスピリッツの製造と販売を行っております。また、事業拡大の一環と

して、酒粕、ドレッシング等の発酵をテーマとした食品を国内に向け販売しております。

品目別の特徴といたしまして、日本酒は、少量・高品質にこだわり、純米大吟醸、純米吟醸などの高級酒カテ

ゴリーをはじめとした特定名称酒（精米歩合や原料等、一定の条件に適合した清酒）に集中して製造販売してお

ります。

日本酒の醸造に用いる米は、主として雄町米、山田錦などの酒造好適米を用い、特定名称酒等の規格に応じた

精米を行ったのち、少量で高品質な醸造を行っております。日本酒造りでは、酒造好適米の品質が日本酒の品質

に直結するため、契約農家、生産地を訪問し、生育状況など、リアルタイムな情報交換を行い、高品質な原料米

の入手体制を整えております。前述のとおり、当社は純粋な日本酒に留まらず様々な商品を展開しております

が、努力を惜しまず日本酒の品質追及を続けております。その結果、これまでに、モンドセレクション金賞、

IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）トロフィ、ワイングラスで美味しい日本酒アワード金賞など

をはじめとする受賞歴(注３)を有しております。これらの受賞は、当社の品質へのこだわりが客観的に認められ

た証であり、一定の目的を達成したものと捉え、現在は出品に伴うコスト工数を踏まえ、酒類アワード等への出

品は休止しております。現在は、この実績により培われた高い品質基準を堅持しつつ、限られた経営資源をより

お客様への価値提供と事業拡大に集中させるため、外部コンテストへの出品は見合わせております。

当社の日本酒は、これまでも上記のような評価をいただいておりますが、特に2025年10月28日の高市早苗首相

とドナルド・トランプアメリカ合衆国大統領の首脳会談後の昼食会では、当社の「葛城 純米大吟醸」がメニュ

ーに採用されるという栄誉を得ました。

(注)３．モンドセレクション2022：最高金賞「葛城 純米大吟醸」、金賞「白鳳 大吟醸」、モンドセレクション

2023：金賞「葛城 純米大吟醸」、第16回フェミナリーズ世界ワインコンクール2022：日本リキュール部

門金賞「梅乃宿 ゆず酒」、IWC（インターナショナル・ワイン・チャレンジ）2022：トロフィ「梅乃宿

Unfold SAKE」、金賞「梅乃宿 紅梅 純米」、IWC2023：トロフィ「梅乃宿 純米吟醸」、銅賞「梅乃宿

純米大吟醸 山田錦」、Kura Master2023：金賞「葛城 純米大吟醸」、ワイングラスで美味しい日本酒

アワード2023：金賞「梅乃宿 紅梅 純米」

リキュールについては、奈良県産を中心とした国産の梅の実を用いて仕込んだ梅酒及び、現在の主力ブランド

である果肉をふんだんにブレンドした「あらごしシリーズ」を中心に展開しております。当社は、10種類以上の

フルーツリキュールを製造し、製造に関する20年以上の経験を有しております。当社商品は、自社製造の日本酒

仕込みによる、アルコール感が優しく飲みやすい商品であり、2024年時点で、国産リキュール市場（注４）にお

いて当社は16.7％のシェアを占めております（出所：株式会社富士経済「2026年食品マーケティング便覧

No.3」）。
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梅酒については、日本酒をベースとして青梅・完熟梅などをバランスよくブレンドし、丁寧に熟成させ飲みや

すさを追求しております。

(注)４．ここでは、株式会社富士経済「2026年食品マーケティング便覧No.3」におけるリキュール類（スピリッツ
に果実やハーブの香りをつけ糖質などを添加したアルコール飲料のうち、アルコール度数10%未満の缶チ
ューハイ等の割らずにそのまま飲めるものを除いたもの）のうち、国産のものからレモンサワーの素を除
いた金額を果実リキュールの市場規模としています。また、シェアは直近の実績値である2024年の当該市
場規模を分母とし、当社の2024年における年間のリキュールの売上高を分子として算出しております。

「あらごしシリーズ」は梅酒を漬けた後の果肉成分をブレンドした梅酒である「あらごし梅酒」を皮切りに、

現在では「あらごしゆず」、「あらごしみかん」等、ラインナップを拡充し、アルコールライトユーザーをター

ゲットに展開しております。リキュールカテゴリにおきましては、果汁をブレンドしたものを主として様々な商

品が販売されておりますが、当社の「あらごしシリーズ」は、製法上の工夫により食感も味わうことができるほ

どの果実感を残していることを特徴としております。多様な果実を用いた商品をラインナップすることにより、

様々な趣味趣向・食文化・シーンに対応できることから、グローバルでも展開が見込めます。

リキュールに用いる原料は、国内・海外の原料を、産地・品種・品質などの観点から選定し、原料メーカーよ

り調達しております。特に、当社の基幹ブランドである、あらごし梅酒などのあらごしシリーズにおいては、果

肉分が特徴となることから、異物混入防止等を含め、品質検査を徹底しております。

なお、当社商品は香料、保存料、着色料を使用しておりませんが、20年以上の製造経験により培った技術によ

り新鮮な果実を感じさせる色彩を保ったまま商品化しており、見た目にも楽しめる商品となっております。

（日本酒）

（リキュール）

② 新商品

当社の考える「新しい酒文化の創造」には、日本酒の「おいしさ」を追及しながらも「楽しさ」を探っていく

ことが欠かせません。当社は、日本酒蔵としていち早く日本酒リキュールの製造に着手するなど、日本酒の新た

な可能性にトライしてまいりました。その革新の精神を受け継ぎ、酒造りで培ってきた伝統的な技術を基礎とし

つつ、日本酒の多様な楽しみ方を提案し、日本酒の魅力を次の世代に引き継ぐため、既存の枠にとらわれない新

たな商品の開発に力を入れております。

近年の新商品例としましては、2022年７月よりECショップのリニューアルに合わせて、果肉をふんだんに使用

したリキュールである「大人の果肉の沼」シリーズを「PARLORあらごし」ブランドとして展開開始いたしまし

た。
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「大人の果肉の沼」シリーズ第一弾の「PARLORあらごし 大人の果肉の沼「いちご」」は、「いちご果肉をそ

のまま食べるようにたのしめる」コンセプトのリキュールであり、いちごジャムを思わせる大粒の果肉感と「と

ろっと感」を特徴としております。当該商品は、そのネーミングとヴィジュアルのインパクトが相俟って、SNS

等で多数の反響を獲得いたしました。「大人の果肉の沼」シリーズは、第二弾「マンゴー」（2023年６月）、第

三弾「もも」（2024年４月）と順次展開しており、現在当社オンラインショップにて販売上位の商品となってお

ります。

2025年６月期の新商品としましては、国内BtoB市場においては、BtoC市場での先行販売で好評を得た「甘くて

おいしいトマト」を2025年１月より全国展開するなど、商品ラインナップの強化を推進いたしました。

また、健康志向の高まりや飲酒に対する社会的な認識の変化により日本のみならず世界中でノンアルコールド

リンクの人気が高まっている社会背景の中、「あらごしシリーズと同様の味わいのノンアルコールドリンクが欲

しい」というお客様の声に応えて、2024年11月より「梅乃宿ノンアルコールあらごしゆず」を北海道エリアにお

いて先行販売を行い、2025年４月より「梅乃宿ノンアルコールあらごしもも」をラインナップに加えて、全国展

開を行いました。

新たな取り組みといたしまして、お客様と「ワクワク体験をしながら、お客様の望む商品をつくろう」という

想いから始動したプロジェクト「ワクワク開発ラボ」において、梅乃宿ファンが集うオンラインコミュニティ

『梅乃宿KURABU』のメンバーと共に創り上げた共創商品『晴れの日ライムミント』など、お客様との関係強化や

新たな顧客ニーズの開拓等を進めております。

（大人の果肉の沼シリーズ） （甘くておいしいトマト）

（ノンアルコールあらごしシリーズ） （晴れの日シリーズ）
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こうした新商品は自社ECショップ等を中心にSNS等を通じたマーケティングを駆使して販売してまいります。

ユニークかつインパクトのある新商品が創出する話題性は、リアルとデジタル両面でコミュニケーションを生み

出すことが期待できます。こうした取り組みを通じて、新鮮な酒体験を提供することが、中長期的に酒文化の更

なる充実・進化につながるものと考えております。

当社の新商品開発は、企画から開発までをスピーディーに行い、ECショップやSNS等を通じてリアルタイムに

反響を確認しながら、トライ＆エラーを反復するモデルとなっております。スピード感のある商品開発の継続に

より、歴史ある日本酒蔵のイメージにとらわれない果敢な商品を世に送り出し続けることを通じて、「クラフト

感(注５)」のある酒蔵としての当社ブランドを確立し、新たな顧客基盤やファンの開拓につなげております。

こうした新商品開発においても、原材料である酒の調達、迅速かつ連続的な試行錯誤の実行、品質の追及等の

様々な面において、当社が自社で日本酒を製造しており、技術と経験を十分に蓄積している酒蔵である点が、有

利に働くものと考えており、確かな伝統に裏打ちされた信頼感と遊び心あふれるクラフト感を両立することが、

「梅乃宿」のユニークなブランディングにつながるものと考えております。

(注)５．「クラフト」は、「クラフトビール」のブーム等により用いられるようになった言葉であり、元来の
「手作り」だけではなく、酒業界では「小規模」「個性的」「新規性」等のイメージを伴って用いられ
ます。クラフトサケブリュワリー協会は「クラフトサケ」を「日本酒（清酒）の製造技術をベースとし
て、お米を原料としながら従来の「日本酒」では法的に採用できないプロセスを取り入れた、新しいジ
ャンルのお酒。」と定義しております。

(2) 生産体制

当社では、製造を自社にて行っております。現在の製造拠点は、2022年７月に移転した新蔵（現本社所在地）で

あり、新設備による蔵内の温度管理や衛生管理の精度向上により、天候や微生物の混入など外的要因に左右される

ことなく、より衛生的で安定した品質の酒造りを実現するとともに、作業の大幅な効率化も実現いたしました。

また、酒造りには杜氏と蔵人たちが出稼ぎで蔵に入り、酒造りの本番である冬季だけ働くという伝統があります

が、当社では、労働力不足の時代に即した人材の確保、技術の継承、働きやすさの確保等の観点から、2017年以降

杜氏制度を廃止し、当社従業員である蔵人全員での酒造りへ転換しております。

それに伴い、杜氏の勘と経験に頼っていた酒造りから、これまで収集してきた日本酒醸造時の温度経過・成分な

どの分析値などのデータを活用した酒造りへの転換に取り組み、同一製品の味の再現精度の向上等、品質の安定化

を実現しております。また、当社は、日本酒のみを製造する酒蔵と異なり、日本酒リキュールを製造していること

から、リキュールに用いられる多様な副原料の特徴に応じた最適な日本酒を常に模索しております。こうした日常

的に行われる探索的な酒造りを通じて蓄積される様々なデータの有効活用により、「ねらった味」に辿り着く酒造

りの一層の合理化、品質向上が可能となるものと考えております。

さらに、当社は、生産性の向上、労務負荷の低減、製造原価の削減、製品品質の安定化などの課題解決に向け

て、製造施設の機械化、自動化の推進にも取り組んでおります。近年では酒瓶梱包ラインへのロボットの導入、ラ

ベル貼り工程の自動化等を行い、今後も更なる効率化に向けて検討を進めております。

(3) 販売体制

当社の主要マーケットは、2025年６月期において国内マーケット82.0％（内訳、BtoB：66.7％、BtoC：15.3

％）、海外マーケット18.0％の構成比となっております。詳細は以下のとおりであります。

① 国内マーケット

当社の国内販売は、酒販店などの酒類専門業者、問屋業の卸売業者へのBtoBと、直営店やEC販売でのBtoCのチ

ャネルを有しております。

BtoBにつきましては、当社は、定価販売を行う専門店を中心とした展開を行ってまいりました。長年にわたる

当社の品質管理や納期遵守の徹底による安定感が、取引先との信頼関係構築につながり、現在では国内取引企業

1,000社超のネットワークを有しております。

BtoBは当社の「あらごしシリーズ」のヒットを牽引する販売基盤であり、リキュールの販売が中心となってお

ります。近年におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、酒販店の取引先である料飲店が大き

な打撃を受けておりましたが、取引先と連携しながら新規料飲店の開拓など再興を進めているところでありま

す。また、近年では、量販店を通じた販路拡大にも取り組んでおり、国内大手顧客の開拓を行い大規模商談の獲

得にも成功しております。
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BtoCの売上については、酒類を含む食品、飲料市場のEC化率は５％未満と未だ低い水準にあるとされており

（出所：経済産業省 令和６年度デジタル取引環境整備事業（電子商取引に関する市場調査））、今後の市場規

模拡大が期待されます。当社では、当該市場のポテンシャルを引き出すべく、2022年７月に自社ECサイトをリニ

ューアルし、EC映えのする新商品の投入とSNS等を活用したプロモーション施策を展開しております。また、EC

での販売については、自社ECショップのほか、Amazon、楽天等の外部が運営するECモールへも出店し、BtoC市場

の間口獲得を推進しております。

当社は、自社ECサイトの魅力度を高め、今後の当社売上の柱へ成長させるために、EC専用商品の企画開発・販

売、SNS等の活用による新規顧客の獲得、会員サイト・コミュニティサイトを活用した情報提供や消費者とのコ

ミュニケーション深化によるリピーター獲得などの施策を引き続き推進してまいります。また、ECの強化と同時

に、2022年の新蔵移転時に直営店を併設し、日本酒蔵の見学や梅酒づくり体験、年２回の当蔵の開放イベント等

を通じ、観光需要を掘り起こすとともに体験価値を提供し、消費者と直接の接点を持つための取り組みを進めて

おります。

当社と消費者とのコミュニケーション強化は、消費者の声を活かした商品開発等につながる他、BtoBの商流に

おいても、消費者の声を反映した取引先との交渉を可能にします。こうした、BtoBとの間でのシナジー創出に向

けたBtoC基盤の強化のため、EC、商品開発、広告、販促、SNS、PR機能を同組織下に配置し、企画から実行、検

証までを迅速に行い得る体制を構築しております。

② 海外マーケット

当社は、2002年より輸出事業を開始いたしました。輸出開始から20年以上が経過し、現在ではアメリカ合衆

国・中華人民共和国・香港・台湾・ドイツ・オーストラリア・マレーシア・イギリスなど24の国又は地域に販路

を展開しております。

海外売上高の主な構成といたしましては、輸出先ではアジアが37％、北米が27％、欧州が７％、オセアニアが

５％、その他の地域が12％となっており、空港免税店向けの販売が12％の比率となっております。

当社の海外販売のうち90％はリキュールが構成しております（2025年６月期）。これは、主要輸出国の中国、

香港、台湾に加えて、近年注力している欧米、オセアニアなどにおいて、みかん、ゆず等の果実を用いた日本産

リキュールが希少である中、果実をふんだんに用いた当社の商品が評価され、徐々に拡大を続けているものであ

り、各地域への定着及びアジア圏をはじめ、その他輸出国への市場拡大を見込んでおります。

世界的な和食ブームや、和食のユネスコ無形遺産登録もあり、今後も日本製品の需要には期待できるものと考

えております。当社は、各輸出国の代理店との連携、大型量販店の開拓、代理店を通じた料飲店の開拓等の施策

を進めてまいります。

各国の嗜好性の違いについては把握が進んできており、専用商品の開発も行いながら、当社シェアの拡大に向

けた活動も継続して実施いたします。また、当社はインバウンド需要においても積極的に取り組んでおり、関西

国際空港、成田国際空港、新千歳空港などの国際空港にある免税店向けの商品ラインナップを充実させること

で、訪日観光客からの需要獲得を推進しております。さらに、北米におきまして、ジン、ウォッカの販売を開始

するなど、日本酒、リキュールにとどまらない顧客獲得策を実施しております。

なお、海外への販売に関しましては、「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク (6) 海外市場に対するリス

ク」に記載いたしましたとおり、テロ、戦争・伝染病等の社会的混乱、政治的な要因による経済摩擦の発生等の

要因が業績に影響を及ぼすリスクがあります。近年においても、福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出に関

連して、中国での販売が困難になる等の事象が発生いたしました。特定の国又は地域におけるかかる事象や景気

の変動が業績に悪影響を及ぼすリスクに対処するためにも、新規国の開拓には積極的に取り組んでおります。

近年の海外売上高の推移は以下のとおりです。

（金額単位：百万円）

2023年６月期 2024年６月期 2025年６月期 2026年６月期(中間)

海外売上高 643 709 482 484

* 海外売上高には免税店を含む空港向けの販売の全部又は一部が含まれます。空港向けの販売は重要性の増加に
応じて管理区分を変更しており、2025年６月期から、国内商社経由の空港向けの販売については、免税店向け
の販売が含まれないため、国内での販売（BtoB）として管理しております。そのため、2025年６月期以降は、
国内商社経由での空港向けの販売額は含まれておりません。
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(4) 事業成長モデル

当社は、BtoB事業とBtoC事業間に好循環を創出する「UMENOYADO LOOP」を事業成長モデルに掲げ、更なる成長

を目指しております。これは、BtoB事業を大きな売上を獲得する場、BtoC事業を新しいチャレンジの場と位置付

け、BtoB事業において大規模生産する定番商品の販売から獲得する安定的な収益を、BtoC事業での新たなマーケ

ティング・商品開発に投資し、その成果としての認知拡大や新商品をBtoB事業に波及させることで、さらなる

BtoB事業の販路・売上拡大につなげるサイクルを循環させるものです。

［UMENOYADO LOOPの概念図］

「UMENOYADO LOOP」におけるこのような好循環を創出・強化するうえで、当社は、消費者との共創が重要であ

ると考えております。当社は、「生活者共創型マーケティング」の場を構築し、自社サイトやSNS等を通じてフ

ァンとコミュニケーションをとりながら、消費者のファン化を推進し、良好な関係を築いたうえで、その生の声

を生かしながら商品を開発し、ファンと共に価値を創り上げる体験を提供することを通じて、ファンコミュニテ

ィの更なる強化・拡大を図ります。

［生活者共創型マーケティングの概念図］



― 20 ―

［事業系統図］

４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2026年２月28日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

71
(29)

40.9 10.2 5,490

(注)１．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社は酒類製造販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2) 労働組合の状況

当社において、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。

(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務の対象で

はないため、記載を省略しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、

本書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営の基本方針

当社は、「新しい酒文化を創造する」ことをパーパスとし、「驚きと感動で世界中をワクワクさせる」ことをミ

ッションに掲げ、「私たちの挑戦が世界の新しいスタンダードを創り出す」ことをビジョンにさだめ、カテゴリ

ー・名称といった、お酒の概念にとらわれることなく、おいしさを求めながら楽しさも探求することにより、誰も

がおいしく、楽しいと感じるお酒を生み出し、飲む人を笑顔にする、人を幸せにする酒づくりに挑戦いたします。

当社の価値観、行動指針は以下のとおりであります。

進化 ：失敗を恐れず挑戦し、変わり続けることを楽しむ

団結力 ：皆を思いやり、絆を深め、同じ方向を向く

誠実 ：規律を守り、ホスピタリティを持ち、小さな約束も守る

情熱 ：何事も自分事として能動的に捉え、高い志を持って行動する

本質思考：前例に頼らず、プロ意識を持って考え尽くす

遊び心 ：完璧に捉われず、好奇心やユーモアを大切にし、梅乃宿を楽しむ

このような理念に基づき、お客様の価値軸に寄り添いながらも、常に新しい発信と価値提案を続けることによ

り、顧客満足度の向上を継続させ、当社の社会的価値の向上とともに企業価値の最大化を図り、持続的な発展を目

指すものであります。

(2) 経営環境

当社を取り巻く環境は、以下のとおりであります。

① 国内酒類市場

全体として、国内酒類市場は縮小傾向が続いており、これは人口の減少や、少子高齢化や若年層の飲酒離れ等

の要因によるものと考えております。また、消費者の嗜好の多様化により酒類もバラエティ化が進み、市場の細

分化や商品の改廃を伴う回転が加速しております。

近年では、特に新型コロナウイルス感染症をきっかけとした生活様式や働き方の変化が、酒類の消費に影響を

与えております。特に、小売市場においては、コロナ禍にEC市場が消費者の新たな購買チャネルとして急成長を

遂げました。当該傾向は、自宅での食事や娯楽を楽しむ「イエナカ消費」のニーズとともに、新たな市場とし

て、今後も拡大がみこまれるものと考えております。また、近年、ユニークな副原料等を用いた酒が注目される

ようになり、2022年には「クラフトサケブリュワリー協会」が設立されるなど「クラフトサケ」ジャンルが認知

されつつあります。こうした小ロットの商材はECを通じた販売と親和性が高いものと考えており、当社でも「ク

ラフト感」のある新商品開発に力を入れながらBtoCの強化に取り組んでおります。

個別の市場に目を移すと、国内飲食店市場については、円安を背景にした物価上昇を受けて、価格改定による

顧客単価の上昇が売上の増加要因となる一方、物価上昇に伴う消費者の節約志向等により、コロナ禍から回復し

てきた顧客数に頭打ちの傾向が見られる環境の中、訪日外国人客が過去最高となるなどのプラス要因により、

2025年は外食産業全体で業態問わず売上高が前年を上回る状況となりました（出所：一般社団法人日本フードサ

ービス協会「外食産業市場動向調査令和７年（2025年）年間結果報告」）。

酒類販売業者を通じた家庭向け販売市場におきましては、コロナ禍に喚起された需要が継続する傾向にあり、

引き続き堅調であるものと考えております。また、国内のEC市場につきましては、酒類を含む食品、飲料市場の

EC化率は５％未満と未だ低い水準にあるとされておりますが、市場規模は2024年において前年比6.36％増加して

おり（出所：経済産業省 令和６年度デジタル取引環境整備事業「令和６年度電子商取引に関する市場調査報告

書」）、今後の市場規模拡大が期待できる状況にあります。
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② 海外酒類市場

海外向けの酒類販売市場は成長を続けており、2025年年間の日本産酒類の輸出金額は1,495億円と過去最高額

を更新いたしました。当社は、日本政府の日本産酒類の輸出拡大施策や、和食のユネスコ無形遺産登録等の好材

料を追い風に、今後も輸出市場の拡大が期待できるものと考えております。しかしながら、ウクライナ情勢の長

期化による世界経済の不安定化、中国国内の経済動向、米国の通商政策の影響などの不確定要素もあり、国際情

勢によって不測の影響を受けることも考えられます。

日本産酒類の輸出先を国別にみると、中国、アメリカが最大市場であり、韓国、台湾、シンガポール、香港が

それに次ぐ構図となっております（出所：国税庁「最近の日本産酒類の輸出動向について（2026年２月作

成）」）。

③ 生産面

製造面においては、原材料費・包材費・人件費等の生産コストの上昇、物流費の高騰など原価を圧迫する要因

が増加の一途をたどっております。原材料においては、生産者の減少が続いており、供給減少に伴う調達量・価

格面での競争が激化しております。

また、売上増加に比例した製品の増産にともない、人員の確保も必要となりますが、生産年齢人口の減少によ

って人員確保も容易ではない状況にあります。ついては、生産設備の更新・増強を行い、効率化を推進するとと

もに生産性向上に向けて、設備投資を含めた対策を続けてまいります。

(3) 中長期的な経営戦略と対処すべき課題

当社は、中期的な経営目標として、「①より多くの人に梅乃宿を」、「②ブランド戦略の明確化」、「③革新の

連続」「④丁寧な酒造りの磨き込み」、「⑤組織力の底上げ」等の各種施策の遂行に取り組んでまいりました。

具体的な戦略と課題は以下のとおりであります。

① 「より多くの人に梅乃宿を」

国内BtoBにおきましては、品質管理・納期遵守の管理体制の徹底・向上の姿勢を維持し、より多くの取引先様

との信頼関係を維持・強化しながら、既存顧客の取扱いアイテムの増加を図るために提案力の強化を図ります。

また、新規顧客の開拓にむけた施策として、当社の得意先である酒販店の顧客である飲食店の開拓に向けた導入

提案の支援等の取り組みを行います。こうした取り組みを通じて、既存顧客との関係強化と売上最大化、新規顧

客の拡大を着実に進めてまいります。

また、近年進めてきた大手量販店等の大口クライアントへのアプローチを継続し、海外展開への足掛かりとし

ながら、定番商品の更なる国内シェア拡大を目指し、日本酒リキュールとして第一想起されるブランドとしての

立ち位置を強固なものとしてまいります。

加えて、国内では飲酒量の総量に減少の傾向がみられる中、少量の質の高いお酒を楽しむ顧客ニーズへの対応

も重要であると考えており、高価格帯商品による贈答ニーズなど、高付加価値な酒類の需要を取り込むべく、プ

レミアムラインの拡大に向けた取り組みを行っております。

海外展開に関しましては、2025年12月末時点で、24の国又は地域へ輸出を実施するに至っております。海外に

ついては、引き続き主力顧客の深掘、新規顧客の開拓に注力し、各国の輸出代理店との関係強化を通じて現地販

売網の構築を進めてまいります。また、新型コロナウイルスの影響で、一次的にインバウンド需要は停滞してお

りましたが、当社は国内主要国際空港の免税店向けの販売強化を実施しており、訪日観光客の取り込みから、現

地での購買活動の推進につなげ、市場開拓を進めております。現在の当社主力輸出先は、中国、香港、台湾、ア

メリカとなっており、当該国への輸出の推進については今後も継続してまいりますが、経済情勢・国際情勢のリ

スクを鑑み、注力国の範囲を広げ、次世代の柱となる国との取引強化を推進してまいります。

地域別には、アジアでは中国、台湾、香港を中核市場に位置づけしながら、インド、シンガポールを含む

ASEAN、韓国など、成長国での取引拡大を推進します。北米では、代理店を通じたリキュール販売の強化により、

量販店、専門店の両軸で取引の拡大を目指します。欧州においては、ドイツとフランスを中核に据え、高付加価

値市場でのブランド浸透を推進します。そして、オセアニアでは、オーストラリアを拠点市場としながら、ニュ

ージーランドへの販路拡張をはかり、南半球市場への展開を強化する方針です。その他の地域としましては、西

アジア（中東）地域への進出に向けた開拓活動等を続けてまいります。また、コストコの海外店舗への展開を開
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始しており、今後は、導入国数を増加させ、販路拡大を図ってまいります。

以上のほか、海外展開に関しましては、越境ECについても可能性があるものと考えており、広告拡大による顧

客獲得、EC販売の拡大を、代理店経由の輸出拡大と並行して推進してまいります。

BtoCにおきましては、当社の商品開発力を武器に引き続きユニークな商品を展開しながら、ECサイト、SNS、

会員型コミュニティの好循環を軸に進めて参ります。ECサイトを通じた販売については、2022年７月の自社ECサ

イトリニューアルを機に、商品ラインナップと、広告戦略をより密接に連動させた販売体制を構築し、専用商品

の開発と認知度向上や顧客獲得のためのSNS等を活用したマーケティング・プロモーションを実施した結果、順

調に顧客基盤を拡大しつつあります。今後は、会員型コミュニティ「梅乃宿KURABU」等を活用し、飲用体験の共

有などユニークな酒体験の提供を進め、お客様と繋がることで顧客ロイヤリティの醸成を行なってまいります。

また、2022年７月に新蔵内に開設した直営店は、新蔵をお客様と当社の接点として有効活用するために、現地

で商品を販売するだけではない店舗運営を行っております。「魅せる」酒蔵として、観光需要の拡大をはかり、

蔵開きなどのイベントの開催、蔵見学・梅酒作り体験など「体験型」酒蔵として、幅広い世代、属性の顧客獲得

に向けての施策を継続的に推進してまいります。

② 「ブランド戦略の明確化」

当社は、日本酒製造から生業を開始し、現在の主力はリキュール製造となっております。近年は、国内におけ

るこれまでの酒販店を中心とした販売、海外における代理店を通じた輸出といったBtoBチャネルに加え、EC・直

営店のBtoCチャネルの強化に取り組む中で、各チャネルに対して適切にブランド・商品を選定し販売するため

に、チャネルごとに価値機軸を明確にし、ブランドラインナップの整理を実施し、商品の棲み分けを行ってまい

りました。

今後は、それぞれの販売チャネルに対し、それぞれの顧客に対する価値機軸に基づいた提案を実施するととも

に、高付加価値化を含め適切にプロダクトラインナップの強化をはかり、当社への信頼感を高めてまいります。

さらに、BtoCチャネルにおける直接的なお客様とのコミュニケーション結果をダイレクトにBtoBチャネル向けの

商品・ブランドに反映させることができる点が当社の強みであり、このBtoB、BtoCチャネルのシナジー効果を売

上拡大につなげてまいります。

③ 「革新の連続」

当社は、伝統的な酒文化を継承しつつ、日本酒リキュールの製造販売にいち早く取り組むなど、革新の歴史を

有しております。今後も、当該革新の精神を受け継ぎ、日本酒、リキュールにおいて引き続き思い切った新商品

を開発する他、日本酒、リキュール以外の商品開発や食品等の新領域への展開を進めております。

当該取り組みにおいては、当社の商品開発における独創性やスピード感、BtoCを通じて獲得した「ファン」基

盤等を活用し、既存概念にとらわれない酒文化の創出に取り組んでまいりたいと考えております。

④ 「丁寧な酒造りの磨き込み」

当社は、過去20年にわたり、酒造りにおける各工程のデータを記録し、蓄積してまいりました。この資産を基

に、製造工程の視える化を推進することで、日本酒製造業における伝統的な杜氏制度を廃止するに至りました。

杜氏の勘と経験ではなく、過去のデータに基づいた仕込み経過の予測により、出来上がりの品質のばらつきを低

減し、高品質かつ再現性のある日本酒造りが実現いたしました。さらに、2022年７月の蔵移転により、最先端の

製造体制を構築することができ、温度管理や、衛生管理の精度が向上し、天候や目的外の微生物の混入などの外

的要因に左右されない安定的な生産体制を構築しております。2023年６月には「大阪版食の安心安全認証」を取

得し、社外の視点でも評価を得ております。

今後も、現在進行形で蓄積しているデータを活用し、高品質かつ再現性のある製造技術に磨きをかけるととも

に、既存設備の自動化・高速化を含めた生産能力の拡大、生産効率の向上、品質の向上に向けた設備更新を行

い、経営の効率化と職場の働きやすさ向上に取り組んでまいります。

また、生産体制の向上とともに、教育体制、組織強化をはかりお客様へより安全安心な商品を提供してまいり

ます。
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⑤ 「組織力の底上げ」

当社が掲げるミッションである「驚きと感動で世界中をワクワクさせる」の実現のためには、社員一人一人が

「ワクワク」していなければ、お客様を「ワクワク」させることはできないと考えており、働き方の改革を進め

てまいりました。特に、日本酒製造においては、伝統産業的である絶対的な長を中心とする「杜氏制度」に基づ

いた生産体制と冬季に醸造する、季節労働的勤務体制が主であったものを、生産体制、勤務体制を見直し、日本

酒製造の従業員も一般社員と同様の働き方とする、働き方改革を実現しております。

さらに、単に“楽しく働く”のではなく、社員が同じベクトル、高いモチベーションで、強い組織を構築して

こそ当社のミッションが実現するととらえて、組織力の底上げにつながる制度改革を推進しております。年齢給

制度の廃止を伴う人事評価制度の改定を行い、組織ビジョンと社員各人の目標・目的を明確化し、結果に対する

評価の一元化とともにチャレンジ風土の醸成と社員のキャリアパス、成長の支援を強化いたしました。2023年４

月には機能組織の改編による、権限・責任の委譲を通じたガバナンス強化を実施いたしました。これは組織の機

能の最適化と同時に組織の強化を図るものであります。働きやすさと業務の効率化を実現するためにIT化を推進

し、必要最低限の人員で業務を遂行できる筋肉質な組織づくりに向けた体制整備も進めております。

具体的には、障がい者雇用、国境を越えた採用、男女の区別のない採用、人事考課による昇進、女性の産休後

の復職支援、男性の育児休暇取得制度、扶養する小学生以上を対象とした就学支援手当の拡充のほか、昨今の物

価上昇などの社会情勢を加味したベースアップの実施などの組織を支える人への支えを強化してまいります。

また、当社は日本酒業界以外の人材採用にも積極的に取り組んでおります。これまでに、菓子業界、厨房機器

業界等、異業種からの人材を迎え入れ、新たな視点からのビジネスの磨き込みに取り組んでまいりました。

今後も、持続的成長を可能とする組織文化の醸成に向けた働き方の改革を継続しつつ、売上拡大の一翼を担う

営業部門の強化、事業の拡大を支えるマーケティング部門の強化、商品開発機能の進化、社内の最適な統制の持

続に向けた管理部門の強化、グローバル展開を支える人材の国際化など、一層の組織強化を推進してまいりま

す。

(4) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、EBITDA（税引前利益に、特別損益、

支払利息、減価償却費を加えて算出される利益）、BtoC売上、海外売上及びROE（自己資本利益率）の４つをKPI

として、設定しております。

各指標の詳細につきましては、「４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ④ 経営上の目標の達成状況を判断するため

の客観的な指標等」をご参照ください。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組みは以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) ガバナンス

当社では、持続可能性の観点から企業価値の向上のため、サステナビリティ推進体制を強化しており、代表取締

役社長吉田佳代（戸籍上の氏名：濱渕佳代）がサステナビリティ課題に対する最終責任を有しております。また、

取締役会において、サステナビリティに係る当社の在り方、課題の識別を行う目的で、必要に応じ以下の内容につ

いて協議を行っております。

・中長期的な視点に立ち、サステナビリティに関する重要課題の特定

・サステナビリティに関する重要課題のリスク

当社は2023年６月30日をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は、取締役会の監督

責任と権限を有しておりますので、サステナビリティ全般に関するリスク及び機会の監督機能を有しているもので

あります。

(2) 戦略

当社では、サステナビリティを推進し企業の社会的責任を果たすため、社会課題の解決に向けたテーマを以下の

３点から整理し、SDGs（持続可能な開発目標）活動を推進してまいりました。

① 「人と働き方」（人材方針）

一企業として社会に貢献するためには、まず従業員の幸せと働きがいの実現が不可欠と考えております。

当社の経営基盤の源泉は「人材」であり、海外市場の拡大に向けた国際社会での競争力の強化の側面からも、

人材の多様性の確保ならびに人材育成は重要課題と認識しております。

多様な人材を確保・育成するためにはより働きやすい労働環境を整備する必要があります。そのために、当社

が行った重要な改革のひとつが杜氏制度の廃止であります。

従来、日本酒は、製造責任者である杜氏と製造担当である蔵人たちが、出稼ぎで日本酒蔵に入り、冬季だけ働

くという、いわゆる杜氏制度と呼ばれる方法で製造し、また、宿直を伴う夜間作業を必要としておりましたが、

安定した雇用確保や時代に即した働き方を実現するため、分析機器の導入とデータに基づく製造体制の確立、夜

間作業を無人化する機械の導入のほか、さまざまな業務の効率化などを推進することで、杜氏制度を廃止し、社

員による日本酒製造を行っております。

その他の労働環境の改善としましては、蒸米を持ち上げるためのホイストの導入、完成品を段ボールに詰め込

み、また、詰め込んだ段ボールをパレットに積み上げるためのケーサー・パレタイザーの導入などによる重労働

負荷の軽減を行っております。当社はこれに留まらず、今後も、自動化設備を積極的に導入し、生産効率を向上

させると同時に、労働負荷の軽減、安全性の向上に取り組んでおります。

また、従業員が働きやすく、働きがいのある環境を整備するため、全従業員を対象とした健康診断、予防接種

の実施等の健康管理の充実、業績連動を含む賞与の充実を進めてまいりました。

現在の目標としましてはダイバーシティの更なる推進を掲げており、グローバル展開を支える人材の国際化、

中長期的な女性管理職の育成と登用を進めてまいります。

a. ダイバーシティの推進

当社は1990年代から外国人・女性蔵人を採用するなど、国籍や性別によらず、酒造りへの情熱を持った人材

を積極的に採用してきております。中長期的な企業価値の向上のためには、多様な人材がシナジーを生むとと

らえ、経験・価値観・性別・国籍・年齢など多様な人材について、単なる労働力の枠を超えて、新卒を対象と

した採用に加え、即戦力として期待される中途採用を実施しております。
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また、障害者雇用・高齢者雇用も推進し、働きやすい職場環境の実現に向けても制度・環境の整備を推進し

ております。また、女性、子育て世代が働きやすい環境づくりとして、女性の産後復帰支援や児童手当、就学

手当等の充実を図っております。

b. 人材育成

当社の人材育成の方針としましては、各個人の目標と向上心の醸成のための目標管理制度やキャリアプラン、

スキルに応じたコース選択制度を導入するなど、従業員一人一人が働きがいをもって能力を最大限発揮し、平

等に成果を評価し、評価に応じ報酬等へ反映させる仕組みを整備しております。

従業員教育制度については、必要なスキル・部門に応じた専門スキルを身につけさせること以外に、職位、

職能ごとのステップとキャリア形成を目的とした研修を実施し、継続的な育成に取り組んでおります。

さらに、若年層の定着率の向上、能力開発を目的として、新入社員、30歳未満の若手社員を対象とした、キ

ャリア形成プログラム、リスキリングなどの研修を実施しております。

また、中期的な次世代のリーダー育成を目的として、MBA（経営学修士）プログラムに就学するための社内奨

学金制度を創設し、当社の組織変革と継続した発展を担う人材の強化に取り組んでおります。

② 「原材料と環境への取り組み」（気候変動対策）

当社は、気候変動を重要リスクと位置付けており、中長期的な視点での検討を進めております。気候変動は、

当社が仕入れる農産物原材料（米・果実など）の生産に大きな影響を及ぼし得るものと考えております。当社は、

産地における収量及び収量の変化等について中長期的な情報収集と予測を行い、原材料調達に関わるリスクの低

減に活かしております。

また、気候変動リスクに対する社会的責任を果たすべく、環境保全への主な取り組みとして以下の活動を実施

しています。

a. 副産物の有効活用

梅酒を仕込んだ際の副産物である梅の実をペースト状に加工し梅酒にブレンドする再利用も兼ねて商品化し

た「あらごし梅酒」の販売、日本酒を仕込んだ際の副産物である酒粕を販売、肥料、飼料化する等、廃棄物削

減のための活動を行っております。

b. エネルギー使用の効率化

化石燃料の使用量を抑え、二酸化炭素の排出量を削減するために、社内で使用するフォークリフトを電気フ

ォークリフトへ統一、営業車のハイブリッド化の推進、製造現場で使用するボイラーについて、燃焼効率の良

いガスボイラーの使用、社内の電気使用量について、デマンド管理による節電を実施等、エネルギー使用の効

率化に向けた各種対策を実施しております。

c. 資源の有効活用

当社は、持続可能な社会の実現に向け、事業活動における資源の価値を最大化し、廃棄物ゼロを目指す「サ

ーキュラーエコノミー（循環型経済）」の考え方を推進しています。製造現場から排出される原材料の一斗缶

や、社内で使用した段ボール、古紙については、貴重な資源として細分化した分別を徹底しています。これら

を確実にリサイクルルートへ乗せることで、埋め立てや単純焼却による環境負荷を抑えられるものと考えてお

ります。

また、主力商品の容器として、洗浄して繰り返し使用可能な「リユース瓶」を積極的に採用するとともに、

物流工程では繰り返し使用できるプラスチック製の通い箱（P箱）を広く活用しています。こうした取り組みに

より、使い捨てとなる梱包資材の使用量を抑制し、廃棄物の発生そのものを低減する「リデュース」を実践し

ています。
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③ 「地域社会との共生」（地域振興）

当社は、創業の地である奈良県において130余年、事業活動を行っております。当社では、事業継続を間接的

に支えて頂いた地域への感謝の念を込めて、様々な地域貢献活動を実施しております。これは、地元とのコネ

クションを維持・強化し、地元との共創による価値創造を可能にするなど、社会貢献だけでなく当社の企業価

値向上にも資する取り組みであると考えております。

具体的な活動といたしましては、地域社会との関係を強化するため、福祉施設との連携、地域清掃活動、杜

氏会との連携、地元企業とのコラボレーション、スポーツ・文化活動への協賛、蔵開きイベントなどの活動を

実施しております。

また、次世代の育成のため、小中学生向けの蔵見学・体験プログラムを実施するなど、奈良県が誇る酒文化

の継承に取り組んでおります。

さらに、当社が事業活動を行うことが、原材料の地元調達による地産地消の推進、地域雇用の創出、地域産

業の活性化への貢献となるものと考えております。

(3) リスク管理

当社は、サステナビリティ関連のリスク及び機会を経営戦略に直結する重要事項と捉え、以下のプロセスを通じ

て識別、評価及び管理を行っております。

毎週開催される「部長会」（管理職クラスの会議）において、各部門の責任者が事業運営上の変化や外部環境の

動向を報告いたします。具体的には、人的資本（採用・労働環境）、原材料（農産物の調達状況）、地域社会との

関係性、及び環境負荷（資源の再利用状況）などの観点から、サステナビリティに関連するものを含め、潜在的な

リスクと事業機会を抽出しております。

「部長会」で報告された内容は、常勤取締役及び各部門長で構成される「リスク・コンプライアンス委員会」に

て、「発生可能性を識別し活動中の事項」及び「発生前のリスク低減活動」に大別し、検討・集約・統合されま

す。同委員会では、特定されたリスク及び機会について、発生可能性や事業継続への影響度、財務的インパクト、

並びにブランド価値への影響等の多角的な視点から分析いたします。また、判定された重要リスクについては、担

当部門において具体的な低減活動や対策を策定し、同委員会がその進捗を継続的にモニタリングいたします。

「リスク・コンプライアンス委員会」での討議・協議内容は定期的に取締役会へ報告され、取締役会は特定され

たリスクについての対応状況を確認し、リスク管理の状況をモニタリングしております。取締役会はリスクの状況

を踏まえて、必要に応じて速やかに対応すべき課題についての経営判断、指示を行うほか、中長期的な課題につい

て議論を行い、中期経営計画等の戦略立案への反映状況を検討するなどしております。

サステナビリティについては全社的な取り組みでありますが、上記の「部長会」及び「リスク・コンプライアン

ス委員会」の事務局を管理部が務めていることから、管理部を推進部署としております。

(4) 指標及び目標

当社は、本書提出日現在において、上記「（2）戦略」において記載した、ダイバーシティの推進、人材育成に

関する数値目標については、具体的に設定をしておりません。

当社事業は、一般消費者の生活に密着した商品を扱っており、また海外事業の拡大を推進しております。そのた

め、ダイバーシティの更なる推進は必要不可欠であると考えており、グローバル展開を支える人材の国際化、中長

期的な女性管理職の育成と登用を進めることを方針としております。

当該方針に基づき、当社は女性役員及び女性管理職を登用しており、比率として増加の傾向にはありますが、当

社は比較的小規模な組織であり、従業員数が限られることから、女性役員比率や管理職比率については、ひとりの

異動により比率が大きく変動する状況です。そのため、検討した結果、本書提出日現在においては、構成割合や人

数に関する数値目標等は設定しておりません。

今後、事業規模の拡大状況や労働環境に関する各種認定取得の必要性等に応じて、指標を設定する必要性につい

ては継続的に検討してまいります。
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３ 【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 国内景気の動向及び飲酒人口減少 （発生可能性：高、発生時期：長期、影響度：中）

当社の主力ブランド「あらごしシリーズ」は、国内販売が中心となっております。海外市場の拡大を図っており

ますが、国内の景気の変動や、日本の人口の減少以外にも、特に高齢者のアルコール離脱、若年層のアルコール離

れによる飲酒人口の減少により、想定以上にアルコール消費量が減少した場合、当社の業績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。

(2) 消費者の嗜好の変化について （発生可能性：高、発生時期：特定時期なし、影響度：中）

当社は、果実をふんだんに使用した「あらごしシリーズ」をはじめとする日本酒リキュールを販売アイテムの中

心としております。当社の扱うアルコール飲料を含む食料品は、消費者の嗜好の変化による影響を受けやすく、消

費者の嗜好の変化も早い分野であると考えております。当社は、アルコール飲料を中心としながら、ノンアルコー

ル飲料も含めて、消費者の需要を捉えた商品を開発すべく研究開発を行っておりますが、仮に、当社が消費者の需

要動向にあった商品開発が行えなかった場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 気候変動と原料の調達 （発生可能性：中、発生時期：特定時期なし、影響度：中）

主力ブランドの「あらごしシリーズ」や、日本酒は、国内・海外の産地より厳選し、原料調達しております。調

達に関しては、産地・生産者と、品質、供給量について密に情報交換を実施し、安定的な原料の確保を念頭に実施

しております。加えて、調達先の拡大など、中長期の計画に対応できるよう、安定確保のための活動に取り組んで

おります。

しかし、予期せぬ天候不順、病虫害による不作、災害などにより、必要調達量が大幅に確保できなかった場合、

また、これに連動した大幅な原料価格の高騰が生じた場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

(4) 主力包材の調達 （発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：中）

当社の商品は、液体であるという商品特性上、包材として容器が不可欠となっております。中でも、瓶は主要な

容器となっておりますが、日本国内においては、瓶の製造メーカーは限られており、特に、大容量の瓶は生産キャ

パシティに限界があります。当社は、事業計画と連動した調達に向けて、供給元との連携強化に努めており、さら

には国内外含めた調達先の拡大等を推進いたしますが、何らかの理由により当社が必要とする瓶等の供給が受けら

れず、主力包材の供給が滞ることが続いた場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 自然災害・感染症の流行等 （発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

当社は、奈良県葛城市に本社機能を有する工場を構えております。当社では、大規模地震等の自然災害、伝染病

等の流行等に伴う事業活動の停止に備え、工場設備の耐震補強や適切な市場在庫の確保、早期復旧体制の整備を進

めております。また、出荷拠点を外部に備え、機能の分散化にも努めておりますが、想定を超えた災害・新興感染

症の流行等が発生した場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 海外市場に対するリスク （発生可能性：中、発生時期：特定時期なし、影響度：中）

当社の販売構成比における海外市場の比率は年々高まってきております。中華圏、北米市場を中心とした海外市

場の売上構成を分散させるための営業活動を継続して実施しております。しかし、テロ、戦争・伝染病等の社会的

混乱、政治的な要因による経済摩擦の発生、予期しえない法律・規制・制度の変更などが生じた場合、当社の業績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(7) 情報セキュリティ （発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：中）

当社は、販売、管理などの業務運営や、通信販売等により、多数のお客様の個人情報を取得し、情報システム上

で管理しております。適切な情報管理、セキュリティ対策は実施しておりますが、停電、災害、コンピュータウイ

ルス、不正アクセス、機器のトラブルなど予測の範囲を超える事態により、情報の消失・流出などの問題が発生し

た場合、当社の業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。

(8) 人材の確保・育成 （発生可能性：中、発生時期：短期～中期、影響度：中）

当社が今後事業拡大を図る上では、人材の確保・育成が不可欠であると認識しております。これは、パート・ア

ルバイト等の多様な働き方とともに、外国人労働者、再雇用を含めた高齢者雇用等の活用が必要であると認識して

おります。

今後、人口減少による労働力の減少により人材の確保は競争が激化し、景気回復、消費者物価指数の上昇などに

よる賃上げ圧力の増大などに起因した労働コストの大幅な上昇により、人材の確保や社内人材の育成が困難になっ

た場合、当社の業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。

(9) 生産体制 （発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

当社の生産体制は、一部の委託製品を除き、日本酒・リキュール等すべての酒類製品を１拠点で製造しておりま

す。

当社工場内におきましては、突発かつ長期的に生産設備が停止することが無いよう、定期的な設備点検等を実施

しております。しかしながら、天災等による予期せぬ生産設備の稼働に対する影響を排除できるものではなく、不

測の事態が発生した場合、当社の業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。

(10)在庫リスク （発生可能性：中、発生時期：短期、影響度：小）

当社は、販売予測に基づく適切な在庫管理を行うことにより、過剰在庫の発生及び品切れによる販売機会の逸失

がないよう努めておりますが、販売予測を誤った場合には過剰在庫又は在庫不足となり、当社の業績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。

(11)業績の季節偏重について （発生可能性：高、発生時期：短期、影響度：小）

当社の販売するアルコール飲料は、忘年会シーズンや年始を控えた12月がハイシーズンとなっております。当社

は、通年に渡って楽しんでいただける商品を開発するなど、業績の季節変動の影響を軽減すべく事業を推進してお

りますが、営業又は製造上の理由でハイシーズンの需要を十分に獲得できなかった場合、当社の業績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。

(12)競合について （発生可能性：中、発生時期：中長期、影響度：小）

国内には多数の酒造業者があり、活発な競争環境にあるため、当社は常に競合リスクに晒されております。この

点、当社は、創業約130年と後発事業者でもあることから、酒造業界での生き残りのため、日本酒イコール清酒の

イメージにとらわれず、日本酒蔵としては先駆的に梅酒（リキュール）の製造販売に進出するなど、大手メーカー

等とは異なるブランドの確立に向けて様々な挑戦を行ってまいりました。そのことが奏功し、現在では業界内で一

定の地位を確保できているものと考えております。また、酒造には製造免許等による規制があり、過去と比較する

と緩和されているものの、新規参入は必ずしも容易ではありません。

今後、想定外の未知の革新的な競合企業の登場により、当社ブランドの相対的な地位が変化し、存在感が低下す

るなどの事態が生じた場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。しかしながら、当社とし

ましては、市場の動向を適切に把握し、引き続き「新しい酒文化の創造」に向けて十分な努力を継続することによ

り競合リスクに対応できるものと考えております。



― 30 ―

(13)食品の安全性・衛生管理及び製造物責任 （発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

当社は、食品の安全性・衛生管理を重要課題と認識しております。取り組みとしましては、梅乃宿商品安全方針

を制定し、継続的に製品の品質管理・衛生管理体制の向上に努めるほか、衛生管理のフレームワークを導入する目

的で、2023年６月に大阪版食の安全安心認証制度を認証取得しております。しかしながら、異物混入や健康被害を

与える可能性のある製品、表示不良製品の流通等重大な品質問題が発生した場合、処理・解決のための多額のコス

ト負担の発生や、当社の品質への対外的な評価の毀損に伴う受注の減少、製造物責任賠償等により、当社の業績及

び財政状態に悪影響を与える可能性があります。

(14)法的規制 （発生可能性：中、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

当社は、酒税法上の製造免許をうけて酒類製造を行っております。この許認可の品目範囲（清酒、リキュール、

焼酎乙類、甘味果実酒、雑酒、スピリッツ、その他醸造酒）において使用できる原料、アルコール度数などを適切

に管理し製造するとともに、酒税も適切に納付しております。当社は、酒税関係法令を遵守する社内管理体制の整

備に努めており、免許の停止・取り消しになる事由は発生しておりません。しかしながら、酒税法第12条で規定さ

れる偽りその他不正行為などの酒類製造免許の取消し要項に抵触し、免許の停止・取り消しとなった場合、当社の

業績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。

また、酒税法の改正によって税率が改正された場合、基本的には販売価格に反映して対応する方針ですが、販売

価格の改定が当社商品の需要に影響を及ぼす可能性があります。さらに、税率の改正に伴い、販売価格の改定が円

滑に実施できなかった場合、当社の利益率が悪化するなど、当社の業績及び財政状態に重大な影響を与える可能性

があります。

酒税法の製造免許のほか、当社は、下表のとおり、食品衛生法上の営業許可をうけております。衛生的な環境で

の生産に細心の注意を図るため、大阪版食の安全安心認証制度の認定を受けるなどし、社内管理体制の整備・強化

に努めており、これまで免許の停止・取り消しになる事由は発生しておりません。しかしながら、食品衛生法に規

定される事例に違反し、違反事実から当社の営業の継続が不適当であると判断された場合や危害発生の状態が継続

していると判断された場合等、食品衛生法第60条に基づき営業許可の停止・取り消しとなった場合、当社の業績及

び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。

許認可等の名称 営業許可

許可番号 第8211173号

有効期限 2029年９月30日

営業所の名称 梅乃宿酒造株式会社

営業の種類 酒類製造業

許認可等の名称 営業許可

許可番号 第8227271号

有効期限 2028年９月30日

営業所の名称 梅乃宿酒造株式会社 直営店

営業の種類 飲食店営業

許認可等の名称 営業許可

許可番号 第8240610号

有効期限 2032年９月30日

営業所の名称 梅乃宿酒造株式会社

営業の種類 清涼飲料水製造業
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当社は、酒税法、食品衛生法のほか、製造物責任法、不当景品類及び不当表示防止法、中小受託取引適正化法等

幅広い法令等の規制をうけており、それらに従い法令順守の管理体制の元事業活動を行っております。現時点で法

令違反による、処罰・処分を受けておりませんが、今後何らかの理由により法令違反が発生し、処罰・処分等の制

裁を受けた場合には、当社に対する社会的信用が毀損して受注活動に影響が及ぶ等、当社の業績及び財政状態に影

響を与える可能性があります。

(15)飲酒に対する社会的規制について （発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：大）

当社は、酒文化は人々に楽しさをもたらすものであると考え、新しい酒文化を創造していくことをパーパスとし

て掲げております。その一方で、アルコールには過度の摂取に伴う健康面、社会面での悪影響が従来から指摘され

ております。

こうしたアルコール関連の問題について、WHO（世界保健機関）は2010年に「アルコールの有害な使用を低減す

るための世界戦略」を採択し、わが国でも2014年に「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、2024年には厚

生労働省より「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」が公表されるなど、アルコール関連問題について、取

り組みが行われているところです。

当社としても、不適切なアルコールの摂取については問題であるものと認識しており、酒類の製造・販売事業者

として、社会的な責任を果たすべく、広告宣伝・マーケティング等の活動を適切に行う努力を行いながら、社会動

向を注視し、情勢の変化に対応していく方針であります。

当社としては、現時点では、飲用アルコールに関して直ちに規制が強化される深刻な事態に陥ることは想定して

おりませんが、長期的にみて、何らかの事情による社会的機運の高まり等により、酒類の製造、販売、飲酒等に関

する規制が強化される可能性は考えられます。当該規制が、酒類の販売活動ないしは需要そのものに影響を及ぼす

ものである場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(16)訴訟に関するリスク （発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：不明）

現在、当社の業績に重要な影響を及ぼす係争や訴訟は提起されておりませんが、取引先とのトラブルの発生等、

何らかの問題が生じた場合には係争や訴訟に発展する可能性があり、その内容及び結果によっては、当社の業績及

び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(17)風評リスク （発生可能性：低、発生時期：特定時期なし、影響度：中）

当社は、インターネットを通じ商品の販売を行うとともに、SNS等により広告・宣伝を実施しております。現在

のところ、消費者による当社商品の購買に著しく影響を及ぼす評価はありませんが、今後、作為的なものを含めた

当社及び当社商品等の評判を下落させる風評があった場合、当社の業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があ

ります。

(18)当社株式の流動性について （発生可能性：低、発生時期：特定時期無し、影響度：小）

当社は本書提出日現在、東京証券取引所スタンダード市場への上場を予定しておりますが、当社の流通株式比率

及び流通株式時価総額は、新規上場時において、株式会社東京証券取引所の定める上場維持基準に近接することが

見込まれます。今後は、当社大株主からの一部売出し、株式報酬等を用いた流通株式数の増加など、これらを組み

合わせて、流動性の向上を図っていく方針ではありますが、何らかの事情により上場時よりも流動性が低下する場

合には、上場維持基準に抵触し、当社株式の市場における売買が停滞する可能性があり、それにより当社株式の需

給関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

(19)大株主について （発生可能性：低、発生時期：特定時期無し、影響度：小）

当社の代表取締役社長である吉田佳代（戸籍上の氏名：濱渕佳代）は、資産管理会社であるグッドフィールド・

ビーチサイド株式会社の持分も含めて、本書提出日現在で発行済株式総数の43.6％を所有しております。

同人は、安定株主として引続き一定の議決権を保有し、その議決権行使にあたっては、株主共同の利益を追求す

るとともに、少数株主の利益にも配慮する方針を有しております。当社といたしましても、同人は安定株主である

と認識しておりますが、何らかの事情により、大株主である同人の株式の多くが減少した場合には、当社株式の市

場価格及び議決権行使の状況等に影響を及ぼす可能性があります。
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(20)ファンド株主について （発生可能性：中、発生時期：短期～中期、影響度：中）

当社は、日本成長投資アライアンス株式会社からの事業支援を受ける目的で、同社が組成するファンドより純投

資を目的とした出資を受けており、本書提出日現在では、当社発行済株式の51.0％を同社の組成するファンドが保

有しております。

また、本書提出日現在において、社外取締役である中坪武之の派遣を受けております。

同社の組成するファンドは当社の上場時において、所有する当社株式の一部を売却する方針でありますが、一定

割合の株式を引き続き保有することが想定されます。一般に、投資ファンド等にとって保有株式の売却によりキャ

ピタルゲインを得ることは事業の目的であり、上場後の一定時点において、当社株式を売却することが想定されま

すが、その処分方法によっては、当社株式の需給バランス及び株価形成等に影響を及ぼす可能性があります。

当社が株主の株式売却方針を管理することはできず、また、当該リスクが顕在化した場合の影響等を合理的に予

測することは困難ですが、当社はファンド株主と適切な意見交換を行い、健全な関係を維持しつつ一般株主の利益

に配慮した保有・処分の方針となるよう努めてまいります。

(21)配当政策について （発生可能性：低、発生時期：中長期、影響度：小）

当社は、株主への還元を重要な経営課題と認識しております。一方で、当社は現在、成長過程にあることから、

一定の内部留保を将来の事業展開及び経営体質の強化のための投資に充当し、より一層の事業拡大を目指すこと

が、株主に対する最大の利益還元につながるとも考えております。

この点、当社は、成長投資のための内部留保を充実させ、財務健全性を維持しながらも、資本効率を一定以上に

保つことを目安として留保と分配のバランスを取りながら、継続的かつ安定的な配当を行う事を検討していく方針

です。

しかしながら、当社の事業が計画通りに進展しない場合や、業績が悪化した場合には配当を行わない、或いは公

表している配当の予定額を減ずる可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という)の状況の概要は次のとおりで

あります。

① 財政状態の状況

第75期事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）

（資産）

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ110百万円減少の6,061百万円となりました。これは主に

生産効率向上に資する機械及び装置を中心とした有形固定資産の増加21百万円及び棚卸資産の増加148百万円等の

増加要因があった一方で、現金及び預金の減少275百万円及び売掛金の減少60百万円等の減少要因があったこと等

によるものです。

（負債）

負債につきましては、前事業年度末に比べ352百万円減少の2,868百万円となりました。これは主に、法人税等

の納付による未払法人税等の減少63百万円等に加え、長期借入金の返済による減少236百万円があったこと等によ

るものです。

（純資産）

また、純資産につきましては、前事業年度末に比べ242百万円増加の3,192百万円となりました。これは主に、

当期純利益241百万円の計上による利益剰余金の増加によるものであります。

第76期中間会計期間（自 2025年７月１日 至 2025年12月31日）

（資産）

当中間会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ264百万円増加の6,325百万円となりました。これは

主に事業用地の取得及び生産設備の取得による有形固定資産の増加326百万円及び売掛金の増加332百万円等があ

った一方で、棚卸資産の減少88百万円、現金及び預金の減少238百万円等があったことによるものです。

（負債）

負債につきましては、前事業年度末に比べ７百万円増加の2,875百万円となりました。これは主に、法人税等の

計上による未払法人税等の増加76百万円及び未払消費税等の計上による流動負債その他の増加56百万円等があっ

た一方で、長期借入金の返済による減少116百万円等があったことによるものです。

（純資産）

また、純資産につきましては、前事業年度末に比べ257百万円増加の3,450百万円となりました。これは主に、

中間純利益249百万円の計上による利益剰余金の増加によるものです。
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② 経営成績の状況

第75期事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）

我が国の経済は、一部に弱さが見られるものの、全体としては緩やかに回復基調にあります。企業収益は高水

準で推移し、設備投資にも持ち直しの動きが見られました。一方、先行きについては、雇用・所得環境の改善や

各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されますが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリス

クが高まっています。加えて、食料品価格の高騰など物価上昇の影響が継続しており、実質的な所得環境の厳し

さが指摘され、消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリ

スクとなっており、また、金融資本市場の変動等の影響に一層注意する必要があります。

このような経済環境の下、当社においては、人口動態やライフスタイルの変化により多様化する酒類市場にお

いて、お客様への安定的な商品供給や商品の高付加価値化を実現すべく、経営資源の最適化や新商品開発による

新たな価値の創造等に取り組んでまいりました。

国内BtoB市場においては、BtoC市場での先行販売で好評を得た「甘くておいしいトマト」を2025年１月より全

国展開するなど商品ラインナップの強化を推進したほか、2025年２月には原材料価格の高騰をはじめとした物価

上昇に対応すべく、お客様のご理解を得つつ当社主力商品である「あらごしシリーズ」の値上げを実施しまし

た。また、健康志向の高まりや飲酒に対する社会的な認識の変化により日本のみならず世界中でノンアルコール

ドリンクの人気が高まっている社会背景の中、「あらごしシリーズと同様の味わいのノンアルコールドリンクが

欲しい」というお客様の声に応えて、2024年11月より「梅乃宿ノンアルコールあらごしゆず」を北海道エリアに

おいて先行販売を行い、2025年４月より「梅乃宿ノンアルコールあらごしもも」をラインナップに加えて、全国

展開を行いました。

海外市場においては、中国における景気の減退、北米市場の通商政策の影響など各国経済の不透明感が増す中

で、各国の特性に合わせた商品ラインナップの強化、新規販路の開拓等に取り組んでおります。

BtoC市場では、「開発中のラッシーのお酒に抜群に合うカレーそのものもつくる事ができれば、もっとお客様

にワクワクをお届けできるのでは」との考えのもとから作った『大人の宴のラッシー』と『ラッシーを美味しく

するカレー』や、お客様と「ワクワク体験をしながら、お客様の望む商品をつくろう」という想いから始動した

プロジェクト「ワクワク開発ラボ」において、梅乃宿ファンが集うオンラインコミュニティ『梅乃宿KURABU』の

メンバーと共に創り上げた共創商品『晴れの日ライムミント』など、お客様との関係強化や新たな顧客ニーズの

開拓等を進めてまいりました。

また、加速度的に変化する社会に対応するため、優秀な人材の採用や製造ライン改良工事、新型ラベラー機の

導入など、「人、モノ、新技術」への投資を積極的に行い、今後の持続的な成長に繋がる取り組みを推進しまし

た。

以上の結果、当事業年度の売上高は2,684百万円（前年同期比0.5％減）となりました。営業利益は317百万円

（前年同期比25.0％減）、経常利益は306百万円（前年同期比28.0％減）、当期純利益は241百万円（前年同期比

23.8％減）となりました。

なお、当社は酒類製造販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

第76期中間会計期間（自 2025年７月１日 至 2025年12月31日）

当中間会計期間における我が国の経済は、堅調な企業の設備投資や拡大基調にある賃金上昇等を背景に、緩や

かな回復傾向にあります。物価高の長期化を受けて財消費など一部に弱い動きがみられるものの、所得環境の改

善に支えられる形でサービス消費等の回復基調が続いており、好調な企業収益を起点に物価高を上回る賃上げや

設備投資の拡大などの前向きな動きが広がることで今後も内需主導により緩やかな回復が続く見通しです。

一方で、アメリカにおける関税政策によりインフレ圧力の上昇が懸念されるなど、海外経済の先行きは不透明

感を増しており、引き続き不安定な状況が続いております。

このような経営環境の下、当社は、人口動態やライフスタイルの変化により多様化する酒類市場において、消

費者への新たな価値軸を提案する高付加価値商品の提供を推進するために、経営資源の最適化を図り商品の安定

供給に取り組んでまいりました。

国内BtoB市場においては、昨年来の大型量販店との取引において商品ラインナップの強化等を推進するなど、

販売拡大に向けた取り組みを継続的に推進してまいりました。また、海外市場においては、中国経済の停滞など

不透明な状況が続く中、新たな販路の拡大等に取り組んでおります。
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BtoC市場では、EC事業においてCPA（Cost per Acquisition：広告における顧客獲得単価）抑制による事業収益

確保に向けた各種施策を進めるなど、収益力の強化を図っております。

これらに加えて、2024年10月に「梅乃宿あらごし」シリーズを超える果肉たっぷりの贅沢リキュール「超あら

ごし」シリーズを販売開始するなど、新商品開発に関しても積極的に推進しております。

以上の結果、売上高は1,684百万円となりました。営業利益は376百万円、経常利益は375百万円、中間純利益は

249百万円となりました。

なお、当社は酒類製造販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しておりますが、チ

ャネル別の売上高といたしましては、国内BtoBは972百万円（売上構成比58％）、海外は484百万円（売上構成比

29％）、BtoCは227百万円（売上構成比13％）となっております。また、BtoCの売上高は、EC売上が172百万円

（売上構成比10％）、直営店が55百万円（売上構成比３％）となっております。

③ キャッシュ・フローの状況

第75期事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度に比べて239百万円減少

し、1,516百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は250百万円（前事業年度は570百万円の収入）となりまし

た。これは主として税引前当期純利益307百万円、減価償却費216百万円、運転資本の増加83百万円、法人税等の

支払額138百万円等の要因によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において投資活動の結果支出した資金は、246百万円（前事業年度は120百万円の支出）となりまし

た。これは主に、生産効率向上に資する機械及び装置を中心とした有形固定資産の取得による支出233百万円があ

ったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において財務活動の結果支出した資金は、242百万円（前事業年度は950百万円の支出）となりまし

た。これは主に、長期借入金の返済235百万円等によるものです。

第76期中間会計期間（自 2025年７月１日 至 2025年12月31日）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度に比べて292百万円減

少し、1,223百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、258百万円となりました。これは主として税引前中間

純利益377百万円、減価償却費108百万円、棚卸資産の減少88百万円といった増加要因と、売掛金の増加332百万円

等の減少要因があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間において投資活動の結果支出した資金は、433百万円となりました。これは主に、土地、機械及

び装置等の有形固定資産の取得による支出427百万円があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間において財務活動の結果支出した資金は、117百万円となりました。これは主に、長期借入金の

返済116百万円等によるものです。
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④ 生産、受注及び販売の実績

a. 生産実績

第75期事業年度及び第76期中間会計期間における生産実績は次のとおりであります。なお、当社は酒類製造

販売事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。

セグメントの名称

第75期事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

第76期中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)

金額（千円） 前期比(％) 金額（千円）

酒類製造販売事業 1,228,685 99.9 659,518

合計 1,228,685 99.9 659,518

（注）生産実績を示す金額は製造原価によっております。

b. 受注実績

当社は、需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。

c. 販売実績

第75期事業年度及び第76期中間会計期間における販売実績は次のとおりであります。なお、当社は酒類製造

販売事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。

セグメントの名称

第75期事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

第76期中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)

金額（千円） 前期比(％) 金額（千円）

酒類製造販売事業 2,684,862 99.5 1,684,430

合計 2,684,862 99.5 1,684,430

（注）主要な販売先の記載については、総販売実績に対する販売先別の販売実績割合が100分の10未満であるた

め記載しておりません。
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりであります。な

お、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

① 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与え

る見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を合理的に勘案し判断しております

が、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。当社の財務諸

表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 重要な会計方針」

に記載しております。

② 経営成績等の状況に関する分析・検討内容

第75期事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）

（売上高）

当事業年度の売上高は、2,684百万円となり、前事業年度に比べ13百万円減少（前事業年度比99.5％）となりま

した。これは主に、国内BtoBがインバウンド需要の影響や大手小売店との取引により増収となった一方で、東ア

ジア地域、北米における売上の減少により、海外売上が減少したことによるものであります。

（売上原価、売上総利益）

当事業年度の売上原価は1,189百万円（前事業年度比104.2％）となりました。これは主に、設備の導入による

人件費の改善、水道光熱費の削減等を進めたものの、材料の値上がりの影響を受けたものであります。

以上の結果、当事業年度の売上総利益は1,495百万円（前事業年度比96.0％）となりました。

（販売費及び一般管理費、営業利益）

当事業年度の販売費及び一般管理費は1,178百万円（前事業年度比103.8％）となりました。これは主に、効率

の良い広告運用に努めることで広告宣伝費を抑制した一方で、事業拡大に向けた人材確保のため、人件費が増加

したことによるものです。

以上の結果、当事業年度の営業利益は317百万円（前事業年度比75.0％）となりました。

（営業外損益・経常利益）

当事業年度の営業外収益は3百万円、営業外費用は14百万円となりました。これは主に、受取利息、受取配当

金、支払利息を計上したことによるものであります。この結果、当事業年度における経常利益は、306百万円（前

事業年度比72.0％）となりました。

（特別損益・当期純利益）

当事業年度において特別利益は2百万円、特別損失は1百万円となりました。これは主に補助金収入、固定資産

除却損を計上したことによるものであります。法人税等（法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額）を

65百万円計上した結果、当事業年度における当期純利益は、241百万円（前事業年度比76.2％）となりました。
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第76期中間会計期間（自 2025年７月１日 至 2025年12月31日）

（売上高）

当中間会計期間の売上高は、1,684百万円となりました。これは主に、国内BtoBがインバウンド需要の影響や大

手小売店との取引により堅調に推移した他、北米、東アジア地域の海外売上高が好調であったことによるもので

あります。

（売上原価、売上総利益）

当中間会計期間の売上原価は723百万円となりました。これは主に、原材料等のコスト高の中、設備の導入によ

る人件費の改善、水道光熱費の削減等の製造の効率化を進めたことによるものであります。

以上の結果、当事業年度の売上総利益は960百万円となりました。

（販売費及び一般管理費、営業利益）

当中間会計期間の販売費及び一般管理費は584百万円となりました。これは主に、事業拡大に向けた人材確保に

よる人件費の増加や売上の増加に伴う運賃等の増加があったなか、効率の良い広告運用に努めることで広告宣伝

費を抑制するなどコスト削減に取り組んだことによるものです。

以上の結果、当事業年度の営業利益は376百万円となりました。

（営業外損益・経常利益）

当中間会計期間の営業外収益は3百万円、営業外費用は4百万円となりました。これは主に、受取利息、受取配

当金、支払利息を計上したことによるものであります。この結果、当事業年度における経常利益は、375百万円と

なりました。

（特別損益・中間純利益）

当中間会計期間において特別利益は1百万円、特別損失は0百万円となりました。これは主に補助金収入、固定

資産除却損を計上したことによるものであります。法人税等（法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整

額）を127百万円計上した結果、当中間会計期間における中間純利益は、249百万円となりました。

③ キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性について

キャッシュ・フローの分析につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」

の記載のとおりであります。

当社の資本の財源及び資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローを運転資金の主たる財源

とし、これに金融機関からの調達資金を加えて、設備投資資金を賄い、資金の流動性を確保しております。
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④ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について

経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては業績に大きく影響を与える以下の４

つをKPIとして、設定しております。

経営指標

(KPI)
指標の内容

2024年６月期

実績値

2025年６月期

実績値

2026年６月期

中間実績値
当該指標を重視する理由

EBITDA 税引前利益に、特

別損益、支払利

息、減価償却費を

加えて算出される

利益

622百万円 531百万円 488百万円 新工場を移転した際の設

備投資の影響を除いた、

本業の収益力の指標とし

て重視しております。

BtoC売上 EC販売等の売上高 448百万円 411百万円 227百万円 成長ドライバーである

BtoC販路の売上を規模の

拡大指標として重視して

おります。

海外売上 海外販路の売上高 709百万円 482百万円 484百万円 成長ドライバーである海

外販路の売上を規模の拡

大指標として重視してお

ります。

ROE（自己資

本利益率）

当期純利益を期中

平均自己資本で除

した比率

10.1％ 7.9％ 7.5％

（中間純利益

により計算し

た参考値）

経営の効率性を示す指標

として重視しており、資

金調達の選択肢を増やす

ため、10%超を維持するこ

とを目安と考えておりま

す。

当事業年度におきましては、前事業年度と比較して、各指標が低下しております。その主な要因は以下の通り

です。

当事業年度のEBITDAは、前事業年度を91百万円下回る531百万円（前事業年度比85.3％）となりました。これは

「② 経営成績等の状況に関する分析・検討内容」に記載のとおり、主に当事業年度の営業利益が前事業年度の営

業利益を105百万円下回ったことによるものです。

BtoC売上は、前事業年度を37百万円下回り411百万円（前事業年度比91.7％）となりました。これは、広告単価

の上昇を受けて、売上拡大よりも利益の確保を優先する戦略へとシフトしたことによるものです。

海外売上は、前事業年度を226百万円下回り482百万円（前事業年度比68.0％）となりました。これは、当事業

年度においては、インバウンド観光客の増加による空港向けの売上増加等のプラス要因はあったものの、前事業

年度において北米に対する大口の販売があった一方で当事業年度において現地における当該商品の消化が進まず

新たな大口の出荷がかなわなかったことや、台湾において例年採用されていた当社商品が採用されなかったこと

等の減少要因が大きかったことによるものです。

ROEにつきましては、前事業年度を2.2ポイント下回る7.9％となりました。これは、「② 経営成績等の状況に

関する分析・検討内容」に記載の通り、当期純利益が前事業年度を下回ったことが主な要因です。

当中間会計期間におきましては、北米、東アジア地域の販売が好調であったことが、海外売上、EBITDAに影響

しております。BtoC売上につきましては、引き続き利益確保を重視する運営に努めておりますが、大手ECモール

での販売が好調に推移し、堅調な結果となりました。なお、ROEにつきましては、半期の数値であり参考値であり

ます。

５ 【重要な契約等】

該当事項はありません。



― 40 ―

６ 【研究開発活動】

第75期事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）

当社は、「新しい酒文化を創造する蔵」の代名詞ともいえる商品を開発し、「驚きと感動で世界中をワクワクさせ

る」べく、日々、新商品・既存商品のリニューアルといった、商品の研究開発活動に取り組んでおります。

研究開発体制といたしましては、マーケティング部内の「企画・開発課」で行っており、お客様の声・対外的な反

応・商機をとらえ、クイックに反応できる、商品の企画開発体制としております。これにより、変化の早いマーケッ

トに対応して、ニーズを吸い上げ、スピード感をもって商品を市場へ投入できる体制となっております。

また、基幹ブランドである「あらごしシリーズ」をはじめとするリキュール類を中心とした商品開発においては、

マーケティング思考を重視し、企画と開発が両輪となり、お客様のブランド価値向上を目指して実施しております。

当事業年度において、当社が支出した研究開発費の総額は19,454千円であり、60の企画に基づいて212の試作品を作

成し、その中から厳選した10の商品（試作品の4.7％）を販売開始いたしました。

販売チャネル別の主な研究開発の状況は以下の通りです。

(1) 国内

当事業年度は、「甘くておいしいトマト」を発売いたしました。これまでの果実リキュールから、トマトの旨味

を最大限に引き出した健康イメージのある素材の商品に仕上げ、新たなニーズに向けて提案する商品となっており

ます。

さらに、2025年４月には、近年の健康志向の高まりや飲酒に対する社会的な認識の変化、多様なライフスタイル

の変化によるノンアルコールドリンク人気の高まりを受け、「あらごしシリーズと同様の味わいのアルコールドリ

ンクが欲しい」というお客様の声に応えた、新たなニーズ創出に向けた新商品「ノンアルコールあらごしゆず」

「ノンアルコールあらごしもも」を全国発売しております。

(2) 海外

当事業年度は、国内で発売した「甘くておいしいトマト」などの新商品を海外市場へ展開するなどいたしまし

た。海外展開に関しましては、引き続き、現地のニーズにマッチした商品の開発、発売を継続してまいります。

(3) EC事業

EC事業における当社の商品開発においては、お客様の価値機軸に重点を置き、単なる飲用という既存のアルコー

ルシーンとは差別化を図り、消費者生活へ驚きと感動をもたらす新商品を提案しております。

当事業年度においては、EC事業において、SNS等でご好評をいただいている「PARLORあらごしシリーズ」に、新商

品「PARLORあらごし 大人アイシュ」３種（みかん・りんご・マンゴー）を発売いたしました。当社の果肉感豊か

なリキュールをパウチ容器に詰め、凍らせることでジェラートのような食感をお楽しみいただけます。これまでの

「飲む」だけでなく、新たな楽しみ方を提案する商品となっております。

また、お客様にワクワクしていただけるための新たな組み合わせによる食体験を消費者に提供することを目的と

して「PARLORあらごし 大人の宴「ラッシー＆ラッシーを美味しくするカレー」」を発売いたしました。

さらに、お客様に新商品開発にご参加いただく共創企画「ワクワク体験ラボ」を通じて、お客様の望む商品を共

に創り上げる取り組みを行いました。この企画から、お客様と共同開発した「晴れの日ライムミント」を発売して

おります。

今後も、EC事業をさらに飛躍させるために、お客様とダイレクトにコミュニケーションした結果を新商品開発に

反映させ、スピード感ある研究開発により、消費者ニーズを捉え、期を逃さず、さらなる成果を上げてまいりま

す。

第76期中間会計期間（自 2025年７月１日 至 2025年12月31日）

当中間会計期間の研究開発費の総額は1,780千円であります。

なお、当中間会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社は、生産設備の能力増強、効率化を目的とした設備投資を継続的に実施しております。当社は酒類製造販売事

業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

第75期事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）

当事業年度におきましては、生産効率向上に資する機械及び装置設備投資を行った結果、設備投資の総額は232,175

千円となりました。

具体的な内容といたしましては、瓶詰作業における作業効率向上を目的としたリキュールライン改造工事、丸瓶用

直線式２点貼タックラベラーの導入等であります。

第76期中間会計期間（自 2025年７月１日 至 2025年12月31日）

当中間会計期間におきましては、生産効率向上に資する機械及び装置設備投資等のほか、生産拠点拡張のための用

地取得を行った結果、設備投資の総額は431,513千円となりました。

具体的な内容といたしましては、充填設備の増強及び第二蔵の用地としての土地の取得であります。

２ 【主要な設備の状況】

2025年６月30日現在

事業所名

(所在地)

セグメントの

名称
設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数

(名)建物

及び構築物

機械装置

及び運搬具

土地

(面積㎡)
リース資産 その他 合計

本社工場

(奈良県葛城市)

酒類製造

販売事業

本社機能

生産設備
2,316,946 319,582

181,486

(18,663)

[2,852]

5,762 23,379 2,847,156 73

旧本社工場

(奈良県葛城市)

酒類製造

販売事業

本社機能

生産設備
18,628 110

16,044

(2,614)
－ 0 34,783 －

(注) １．現在休止中の主要な設備は、旧本社工場の日本酒製造設備であります。

２．本社工場の土地の一部を賃借しております。年間賃借料は3,060千円であります。なお賃借している土地の

面積は[]で外書きしております。

３．帳簿価額のうち、その他の主なものは工具、器具及び備品並びにソフトウエアであります。

第76期中間会計期間（自 2025年７月１日 至 2025年12月31日）

当中間会計期間において、第二蔵用地の取得により土地が394,612千円増加しております。

その他、休止、大規模改修、除去、売却等により著しい変動があった主要な設備はありません。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】(2026年２月28日現在)

当社の設備投資については、事業拡大の状況、内外の経済情勢及び投資効率等を総合的に判断の上、計画するこ

ととしています。なお、重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

(1) 重要な設備の新設等

事業所名
（所在地）

設備の内容
投資予定金額

資金調達
方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

（百万円）
既支払額

（百万円）
着手 完了

本社工場
（奈良県葛城市）

第二蔵
（用地取得）

562 426 自己資金 2024年５月
2026年６月
（注）１

（注）２

（注）１．第二蔵建設に向けた用地取得に伴う造成工事の完了予定年月であります。なお、第二蔵の建物・設備等の

計画につきまして、現在のところ具体的な建設予定時期、金額等は決定しておりません。

２．完成後の増加能力については、合理的な算出が困難なため記載しておりません。

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備更新のための除却等を除き、重要な設備の除却の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

② 【発行済株式】

種類 発行数(株)
上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 6,023,920 非上場

完全議決権株式であり、権利内容
に何ら限定のない当社における標
準となる株式であり、単元株式数
は100株であります。

計 6,023,920 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高

(千円)

2022年６月30日
(注)１

△73,986 256,014 － 30,000 － 3,000

2023年12月18日
(注)２

45,182 301,196 149,010 179,010 149,010 152,010

2024年３月31日
(注)３

－ 301,196 △149,010 30,000 － 152,010

2025年４月17日
(注)４

5,722,724 6,023,920 － 30,000 － 152,010

(注) １．自己株式の消却による減少であります。

２．新株予約権の行使によるものであります。

３．会社法第447条第１項の規定に基づき、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、資本金の額を

減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります（減資割合83.2％）。

４．株式分割（１：20）によるものであります。

(4) 【所有者別状況】

2026年２月28日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人

その他
計

個人以外 個人

株主数
(人)

－ － － 2 1 － 8 11 －

所有株式数
(単元)

－ － － 46,365 3,206 － 10,664 60,235 420

所有株式数
の割合(％)

－ － － 76.97 5.32 － 17.71 100.00 －

(注) 「個人その他」には、梅乃宿酒造持株会161,800株、1,618単元が含まれております。
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(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2026年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) － － －

完全議決権株式(その他)
普通株式

60,235
権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であり、単元株式数
は100株であります。

6,023,500

単元未満株式
普通株式

－ －
420

発行済株式総数 6,023,920 － －

総株主の議決権 － 60,235 －

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主への還元を重要な経営課題と認識しております。一方で、一定の内部留保を将来の事業展開及び経営

体質の強化のための投資に充当し、より一層の事業拡大を目指すことが、株主に対する利益還元をより大きくするこ

とにつながるとも考えております。

この点、当社は、将来的な事業展開に備え、経営基盤の強化を図りつつ業績向上に努めることを資本政策の基本的

な方針としております。利益配分については、更なる成長に必要な投資財源を内部留保で確保しつつ、経営基盤の強

化と株主還元の両立を図っていくことを想定しております。配当については、当期純利益や財政状態、投資計画を含

む中長期的な業績見通し、キャッシュ・フロー等を総合的に勘案し、継続的かつ安定的な配当を実施し、株主の皆様

に還元していく方針であり、配当性向は40％、配当と自己株式の取得を合わせた総還元性向は50％を目標としており

ます。

配当につきましては、毎年６月30日を基準日とした年１回の期末配当のほか、毎年12月31日を基準日として中間配

当を行うことができる旨を定款に定めております。

なお、第74期事業年度におきましては、2023年12月14日開催の臨時株主総会決議に基づき2023年12月20日付で、資

本効率向上のため、経営成績及び財政状態を勘案の上、１株当たり3,320円の配当を実施しております。当該配当の実

施経緯及び配当額の決定方法は以下のとおりであります。

当社は、2021年６月にJ-GIA2号投資事業有限責任組合及びJGⅡ(CAYMAN),L.P.から合計1,000百万円の出資を受け入

れております。当時は、コロナ禍がいつまで継続するか不透明な状況であり、財務戦略としてはなるべく手元現預金

を保有しておく必要があったこと、既存工場の新設移転に伴う3,000百万円程度の設備投資やEC販売における新規事業

開発のためにも、一定の資金が必要と判断したものです。

その後、既存工場の新設移転資金については、2022年３月に総額3,000百万円の銀行借入を行うことができました

が、当該時点ではコロナ禍の不透明な状況であったため、平時以上の手元現預金を持つ必要があると考えておりまし

た。

コロナ禍が収束するとともに、諸施策により業績の回復が見られる中、現預金に余剰感が出始めたため、2023年初

頭より、資本効率改善のため配当として株主に還元することを検討開始いたしました。検討に際しては、数パターン

のシミュレーションを行い、現預金残高、自己資本比率、自己資本利益率及び純有利子負債/調整EBITDA等の指標を総

合的に勘案し、999百万円の配当を実施することと決定いたしました。

当該配当額は、今後の事業展開や財務基盤の健全性に支障がない水準を前提としており、新たな株主に過度なリス

ク負担を強いることにならないよう、また適切な資本効率の水準となるよう取締役会で審議の上、決定しておりま

す。具体的には、上記４指標を総合的に勘案することに加え、中期経営計画に基づくキャッシュ・フローのシミュレ

ーションを行い、配当が上場後の経営計画に大きな影響を与えないこと、また財務安定性が担保されていることを検

討・審議しております。

また、基準日が第75期事業年度に属する剰余金の配当は、ありません。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「新しい酒文化を創造する」のパーパス（目的）のもと、アルコールシーンを通じてお客様に新しい

価値を提供することを目指しており、株主、お客様、取引先、従業員等すべてのステークホルダーを尊重し、社

会、地域の発展とともに当社の持続的な成長と企業価値の最大化に努めるため、迅速かつ合理的な意思決定体制

及び、業務効率化を図りつつ、チェック機能とコンプライアンス体制を強化するコーポレート・ガバナンスの充

実に取り組んでまいります。コーポレート・ガバナンス体制において、その有効性をより高度に発揮できるよう

に、監査等委員会設置会社を採用し、社外取締役の招聘、執行役員制の導入、取締役の人員の適正化、経営会議

体の充実などに取り組んでおります。また、コンプライアンス体制につきましても、コーポレート・ガバナンス

の根幹であるとの認識に基づき、法令を遵守することはもとより、社会規範を尊重し、企業の社会的責任を意識

した企業倫理を確立してまいります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、取締役の執務執行の監査等を行う監査等委員を取締役の構成員とすることにより、取締役の監督機能

を通じて一層のコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るために、2023年６月30日開催の臨時株主総会の承認

をもって、「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行しております。当社のコーポレート・ガバ

ナンスに係る組織体制の概要は以下のとおりであります。

a. 取締役会

当社の取締役会は、監査等委員である取締役を含む８名（うち社外取締役４名）により、構成されておりま

す。迅速な経営判断を行うため、定時取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時株主総会を開催し

ております。法令、定款に定められた事項のほか、取締役会規程、職務権限規程に基づき重要事項を決議し、

取締役の業務執行状況についても適切に監督する体制を確保しております。

（議長：代表取締役社長 吉田佳代（戸籍上の氏名：濱渕佳代） その他の構成員：専務取締役 二宮充、取

締役 松浪雄二、社外取締役 中坪武之、常勤監査等委員である取締役 髙橋利光、監査等委員である社外取

締役 嶌川安雄、監査等委員である社外取締役 中井哲也、監査等委員である社外取締役 佐々木育子）
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b. 監査等委員会

当社の監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役１名、監査等委員である社外取締役３名で構成されて

おります。監査等委員は原則として全員が取締役会に出席しております。監査等委員会は毎月１回開催し、各

取締役からの聴取、重要な書類の閲覧を実施し、業務執行の状況を監査するとともに業務監査及び会計監査の

有効性を確保しております。

（委員長：常勤監査等委員である取締役 髙橋利光、その他の委員：監査等委員である社外取締役 嶌川安雄、

監査等委員である社外取締役 中井哲也、監査等委員である社外取締役 佐々木育子）

c. 報酬委員会

当社は、取締役の報酬の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するため、取締役会の任意の

諮問機関として、社外取締役４名（うち独立社外取締役３名）及び代表取締役社長からなる報酬委員会を設置

しております。報酬委員会では、取締役会からの諮問に応じ、各取締役の報酬のほか、取締役会からの諮問を

受けた事項について、審議答申を行います。報酬委員会は、社外取締役の中から委員長を選出し、社外取締役

４名を含む５名で構成されております。

（委員長：監査等委員である社外取締役 嶌川安雄、その他の構成員：代表取締役社長 吉田佳代（戸籍上の

氏名：濱渕佳代）、社外取締役 中坪武之、監査等委員である社外取締役 中井哲也、監査等委員である社外

取締役 佐々木育子）

d. 部長会

当社の部長会は、業務執行の推進を目的として、代表取締役社長、専務取締役、監査等委員でない取締役、

執行役員を含む各部門長で構成され、原則として週１回開催しております。部長会では、各部門の業務執行を

含む全社的な情報共有を行うとともに、当社の組織、運営、その他の経営に関する重要な事項の審議を行って

おります。

（議長：代表取締役社長 吉田佳代（戸籍上の氏名：濱渕佳代）、その他の構成員：専務取締役 二宮充、取

締役 松浪雄二、社外取締役 中坪武之、執行役員 古澤幸彦、執行役員 桝永剛、執行役員 坂井隆秋、執

行役員 浦正和、各部門長）

e. リスク・コンプライアンス委員会

当社のリスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、専務取締役、取締役、執行役員を含む部門長

で構成され、代表取締役社長吉田佳代（戸籍上の氏名：濱渕佳代）が委員長を務め、原則として、３カ月に１

回開催しております。当社を取り巻く社内外のリスクに対する管理体制の強化と想定されるリスクの抽出や、

管理体制の状況把握と、対策の協議及び、コンプライアンスに対する事項等の検討、審議を行っております。

（委員長：代表取締役社長 吉田佳代（戸籍上の氏名：濱渕佳代）、その他の委員：専務取締役 二宮充、取

締役 松浪雄二、社外取締役 中坪武之、常勤監査等委員である取締役 髙橋利光、執行役員 古澤幸彦、執

行役員 桝永剛、執行役員 坂井隆秋、執行役員 浦正和、各部門長）

f. 内部監査

当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門は設けておりません。内部監査は、管理部長

を責任者とし、自己監査を回避するため管理部に所属する１名が管理部以外の内部監査を担当し、管理部への

内部監査については、専務取締役の二宮充が担当しております。内部監査は内部監査規程に基づき、各部門の

業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性等を、年間計画に沿って監査しております。監査

結果及び、是正状況は代表取締役社長に随時報告し、監査等委員会及び会計監査人と連携して活動しておりま

す。
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g. 会計監査人

当社は、太陽有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。なお、

同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありませ

ん。

③ 企業統治に関するその他の事項

a. 内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定める

決議を行い、以下の通り定め運用しております。

（内部統制システムの基本方針）

Ⅰ 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

１．当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置付け、当社の取締役及び使用人が法令及び定款を

遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するための行動規範として、リスク・コンプライアンス規

程、その他の規程を制定する。

２．当社の内部監査部門は、コンプライアンス担当部署と連携の上、当社に対する内部監査を実施する。

３．当社は、取締役及び使用人が、リスク・コンプライアンス委員会に対して直接通報を行うことができる内

部通報制度を設置する。

Ⅱ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、

取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。当社

の取締役及び監査等委員は、文書管理規程に従い、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

Ⅲ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

１．当社は、当社のリスク管理について定めるリスク・コンプライアンス規程において、当社全体のリスクを

網羅的・統括的に管理する。

２．当社は、不測の事態や危機の発生時に当社の事業の継続を図るため、当社のコンティンジェンシープラン

である「業務継続計画 (BCP)」を策定し、当社の役員及び使用人に周知する。

Ⅳ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１．当社は、三事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎事業年

度ごとの当社の重点経営目標及び予算配分等を定める。

２．当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規程のほか、組織規程、職務分掌規

程、職務権限規程、稟議規程を制定する。

Ⅴ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、取締役会は、監査等委員

会と協議の上、他職務との兼務又は専属にて当該職務を補助するための使用人を指名する。

Ⅵ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及

び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の求めにより指名された補助使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等

委員会の指揮命令に従い、これを優先して行うものとし、当該補助使用人の人事異動・人事評価等について

は、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとする。
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Ⅶ 当社の監査等委員会への報告に関する体制

１．当社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実について

は、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うこととする。

２．当社の内部通報制度の担当部署は、当社の役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に監査

等委員会に対して報告を行う。

Ⅷ 当社の監査等委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制

当社は、監査等委員会へ報告を行った当社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。

Ⅸ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生

ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払い等の請求

をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必

要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。

Ⅹ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１．代表取締役社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会の環境整

備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行う。

２．当社は、監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、又は、必要に応じて専門の弁護士、公認

会計士の助言を受ける機会を保障する。

Ⅺ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況

１．当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係をもたない。

２．不当な要求がなされた場合には、所轄警察署並びに顧問弁護士等と常に連携を保ち、何らかの要求あるい

は接触等があった際には、適宜適切かつ毅然と対応する。

３．新規契約先に対しては、取引開始時に反社会的勢力との関係が一切ない旨を書面で相互に誓約することを

求めるとともに、過去の記事検索及びインターネット検索により反社会的勢力との関係がないことの確認を

行い、既存契約先に対しても同様の確認を行うものとする。

b. リスク・コンプライアンス管理体制の整備の状況

当社は、経営の安定性、健全性が企業価値の向上において重要な課題であると認識し、全社的なコンプライ

アンス体制の整備、維持、強化が不可欠であると認識しております。リスク・コンプライアンス規程に基づき、

リスク・コンプライアンス委員会において、経営上重要なリスクについて把握・分析を行い、対応策の検討と

リスク低減と防止に努めております。社内におけるコンプライアンス遵守を実現させるために各種規程等を整

備し、適正な運用を行うとともに、内部監査人が、その運用の適切性・有効性を検証しております。さらに企

業倫理の確立とコンプライアンスの徹底のために、社内研修を実施し、役員・従業員の意識向上のための教育

を継続してまいります。

c. 責任限定契約の内容と概要

当社は、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等を除く。）との間

に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害

賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
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d. 役員の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は７名以内、監査等委員である取締役は４名以内とする

旨を定款で定めております。

e. 取締役の選任の決議要件

当社の取締役の選任決議について、株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票の方法に寄らない旨を定款に定めております。

f. 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める特別決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行う旨を定

款に定めております。これは、株主総会における特別決意の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な

運営を行うことを目的とするものです。

g. 取締役の責任免除

当社は、取締役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、

取締役会の決議をもって、同法第423条第１項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度

において免除することができる旨定款に定めております。

h. 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除

き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、自己株式の取得

や剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策並びに利益還元を行うことを目的と

するものであります。

i. 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議

によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

j. 自己株式の取得

当社は、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第２項の規定により、取

締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。
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④ 取締役会の活動状況

１．取締役会

最近事業年度（2024年７月１日から2025年６月30日まで）において当社は取締役会を月１回以上開催してお

り、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。なお、藤原摂氏は2024年９月25日をもって当社

取締役を退任しておりますので、退任までに開催された取締役会の出席状況を記載しております。

氏名 開催回数 出席回数

吉田 佳代
(戸籍上の氏名

濱渕 佳代)
18回 18回

二宮 充 18回 18回

松浪 雄二 18回 18回

藤原 摂 ５回 ５回

中坪 武之 18回 18回

髙橋 利光 18回 18回

嶌川 安雄 18回 18回

中井 哲也 18回 17回

取締役会の主な審議・決議事項は、法令及び定款に定められた事項のほか、社内規程の改廃、重要な設備投

資・処分に関する審議等であります。

２．報酬委員会

最近事業年度（2024年７月１日から2025年６月30日まで）において当社は報酬委員会を２回開催しており、

個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。なお、藤原摂氏は2024年９月25日をもって当社取締

役を退任しておりますので、退任までに開催された報酬委員会の出席状況を記載しております。また、中井哲也

氏は2024年12月19日の報酬委員会より報酬委員に就任しておりますので、就任後に開催された報酬委員会の出席

状況を記載しております。

氏名 開催回数 出席回数

吉田 佳代
(戸籍上の氏名

濱渕 佳代)
２回 ２回

藤原 摂 １回 １回

中坪 武之 ２回 ２回

嶌川 安雄 ２回 ２回

中井 哲也 １回 １回

報酬委員会の主な審議事項としては、取締役、執行役員の報酬額案（算定方法を含む）、その他取締役会から

諮問を受けた事項等があります。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役社長

吉田 佳代

(戸籍上の氏名

濱渕 佳代)

1979年８月25日

2002年４月 ㈱モリタ 入社

2004年12月 当社 入社

2008年７月 当社 常務取締役

2013年７月 当社 代表取締役社長（現任）

2021年11月 グッドフィールド・ビーチサイド㈱ 代表取締

役（現任）

(注)２
2,625,440

(注)５

専務取締役 二宮 充 1979年５月７日

2002年４月 九州旅客鉄道㈱ 入社

2018年６月 JR九州ビジネスパートナーズ㈱ 取締役

2021年６月 当社 出向

2023年４月 当社 入社

2023年４月 当社 専務取締役（現任）

(注)２ 22,000

取締役 松浪 雄二 1958年３月21日

1980年４月 ㈱南都銀行 入行

2005年１月 同行 あやめ池支店長

2010年６月 同行 新庄支店長

2011年10月 同行 高田本町支店長

2017年４月 当社 出向

2017年７月 当社 管理部長

2018年３月 当社 入社

2023年３月 当社 執行役員管理部長

2023年９月 当社 取締役管理部長（現任）

(注)２ 80,280

取締役 中坪 武之 1987年７月23日

2010年４月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 入社

2014年１月 ㈱産業革新機構（現 ㈱産業革新投資機構） 入

社

2017年１月 日本成長投資アライアンス㈱ 入社（現任）

2017年４月 ㈱ポテトかいつか（現 カルビーかいつかスイー

トポテト㈱）社外取締役

2020年７月 ㈱セフィーヌ（現 粋㈱）社外取締役

2020年10月 リゾーツ琉球㈱ 社外取締役（現任）

2022年３月 当社 取締役（現任）

2025年10月 ㈱JG28 代表取締役（現任）

2025年10月 ㈱JG35 代表取締役（現任）

(注)２ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

常勤監査等委員
髙橋 利光 1965年11月７日

1984年４月 ㈱永和信用金庫 入社

1990年４月 大峰堂薬品工業㈱ 入社

1999年２月 アップリカ葛西㈱ 入社

2004年５月 当社 入社

2006年７月 当社 営業部 部長

2016年７月 当社 取締役

2020年７月 ㈲エミューコーポレーション 取締役

2022年８月 当社 執行役員 営業部長

2023年６月 当社 取締役（監査等委員）（現任）

(注)３ 20,000

取締役

監査等委員
嶌川 安雄 1953年１月３日

1976年４月 ㈱南都銀行 入行

1996年７月 同行 東生駒支店長

2000年２月 同行 桜井支店長

2002年６月 同行 営業統括部長

2004年６月 同行 取締役

2006年６月 同行 常務取締役

2011年６月 同行 専務取締役

2014年６月 同行 取締役副頭取

2017年６月 (一財) 南都経済研究所 理事長

2020年８月 当社 監査役

2023年６月 当社 取締役（監査等委員）（現任）

(注)３ －

取締役

監査等委員
中井 哲也 1982年11月12日

2009年４月 税理士法人山田アンドパートナーズ 入所

2009年11月 優成監査法人（現：太陽有限責任監査法人）

出向

2016年９月 みずほ証券㈱ 出向

2017年12月 ㈱みずほ銀行 出向

2021年７月 中井哲也公認会計士税理士事務所 開業

2023年９月 当社 取締役（監査等委員）（現任）

2025年２月 株式会社日本革新投資 監査役（現任）

2025年７月 税理士法人Novera Consulting設立 代表（現

任）

(注)３ －

取締役

監査等委員
佐々木 育子 1971年２月６日

1999年４月 南都総合法律事務所 入所

2001年３月 奈良総合法律事務所 入所（現任）

2024年６月 太陽生命保険㈱ 社外監査役（現任）

2025年９月 当社 取締役（監査等委員）（現任）

(注)３ －

計 2,747,720

(注) １．取締役 中坪武之、嶌川安雄、中井哲也及び佐々木育子は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のう

ち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。

３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了す

る事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。

４．当社は、業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しており、次の４名を選任しております。

上席執行役員 マーケティング部長 古澤 幸彦

執行役員 製造部長 桝永 剛

執行役員 管理担当部長 浦 正和

執行役員 坂井 隆秋

５．代表取締役社長吉田佳代（戸籍上の氏名：濱渕佳代）の所有株式数には、同人の資産管理会社であるグッド

フィールド・ビーチサイド株式会社の所有株式数を含めております。
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② 社外役員の状況

当社は、社外取締役４名（うち監査等委員である取締役３名）を選任しております。

当社は、取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査等委員会による取締役会の

監視・監督の実効性を高めるため、社外取締役を選任しており、選任理由は以下のとおりです。

社外取締役中坪武之は、長年にわたり金融機関等で培われた経験・見識ならびに、各社の社外取締役を歴任し、

経営全般に対する高い見識を有しており、当社の経営の強化に活かしていただくとともに、監督機能を適切に発

揮いただくため社外取締役として選任しております。

社外取締役嶌川安雄は、当社の社外監査役、株式会社南都銀行における長年にわたる金融機関等経歴を通じて

培われた経験・見識を有しており、経営・財務戦略に対する監査・監督に活かしていただくため、監査等委員で

ある社外取締役として選任しております。

社外取締役中井哲也は公認会計士・税理士として培われた財務及び会計に関する専門的な知見及び他社での経

営経験を経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として

選任しております。

社外取締役佐々木育子は弁護士として培われた法務面の専門的な知識及び他社での社外役員としての経験を経

営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任してお

ります。

社外取締役は当社株式を有しておらず、現在、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係、取引関係

その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役嶌川安雄、中井哲也、佐々木育子の３名を、一般株主との利益相反が生じるおそれ

のない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出る予定です。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

部門との関係

社外取締役は、取締役会、報酬委員会に出席するとともに、必要に応じ部長会、リスク・コンプライアンス委

員会等社内の重要な会議に出席し、重要な事項等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取

締役の職務執行状況を監督しております。

当社の社外取締役は４名のうち３名が監査等委員であります。監査等委員である社外取締役は、監査等委員会

への出席を通じて、内部監査、常勤監査等委員による監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け必要な意見

を述べているほか、監査等委員会、内部監査人、監査法人の三者で行われる連絡会を通じて、相互に監査計画や

監査報告を共有するとともに、意見交換及び情報共有を行い、監督・監査機能の向上を図っております。
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(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、社外取締役３名を含めた４名で構成され、うち１名が常勤であります。社外取締役監

査等委員中井哲也は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査等委員は、月次の取締役会に出席し、業務の意思決定並びに業務の執行状況について、法令・定款に違反

していないかなどのチェックを行うとともに監査等委員会監査を定期的に実施し、代表取締役への監査報告を行

っています。また、その内容は対象部門にフィードバックされ、問題点の改善状況について再度報告を求めてい

ます。

最近事業年度（2024年７月１日から2025年６月30日まで）において当社は監査等委員会を17回開催しており、

出席状況及び審議事項については次のとおりであります。なお、社外取締役監査等委員の佐々木育子は、2025年

９月26日開催の定時株主総会にて監査等委員に就任したため、出席状況について記載しておりません。

イ．出席状況

地位 氏名 開催回数 出席回数

取締役常勤監査等委員 髙橋利光 17 17

社外取締役監査等委員 嶌川安雄 17 17

社外取締役監査等委員 中井哲也 17 16

ロ．具体的な検討事項

監査等委員会の監査報告書

定時株主総会の付議議案

会計監査人の再任・報酬

委員長、選定監査等委員、特定監査等委員の選任

監査基準・監査計画・業務分担

取締役接待交際費

監査等委員会の活動としましては、取締役会や適時重要な会議に出席し、意見交換を行うなどして取締役の職

務執行状況を監査する他、常勤監査等委員が実施している日常的な監査活動の結果を踏まえ、内部監査部門、会

計監査人と連携を図りつつ、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制システムの運用状況の監査を行って

います。

また、常勤監査等委員は、日常的な役職員とのコミュニケーションを通じた情報収集、取締役会以外の重要な

会議への出席、重要書類の閲覧、部門長や監査室との意見交換を含む現場の実地監査等を行い、これらの情報を

監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会の監査の実効性を高める活動を行っています。

② 内部監査の状況

当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門は設けておりません。内部監査は、管理部長を

責任者とし、自己監査を回避するため管理部に所属する１名が管理部以外の内部監査を担当し、管理部への内部

監査については、専務取締役の二宮充が担当しております。

内部監査は、「内部監査規程」に基づき、各業務執行部門の監査を定期的に実施しております。内部監査には、

常勤の監査等委員である取締役も適宜参加して実施し、その結果を代表取締役に報告し、必要に応じて取締役会

及び監査等委員会へ報告することとし、指摘事項の改善状況を管理しています。

また、公正な経営を実現するため、会計監査人より適正な会計処理や内部統制についての助言を受け、コーポ

レート・ガバナンスの確立に努めています。
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監査等委員と内部監査人は、内部監査人から監査等委員へ内部監査結果の報告を行い、監査状況、指摘事項及

びその改善状況について随時意見交換を行い、監査の有効性・効率性を高めています。また、必要に応じて両者

が協力して共同の監査を実施しています。

また、内部監査人は、会計監査人と内部監査及び内部統制システムの運用管理に関して随時打ち合わせ、意見

交換を実施しています。

監査等委員、内部監査人は、会計監査人との連携を図るため、三様監査会を適宜実施し、監査結果及び内部統

制やリスクに関する重要事項を共有し、意見交換を行っております。

③ 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

b. 継続監査期間

３年間

c. 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 児玉秀康

指定有限責任社員 業務執行社員 吉永竜也

d. 監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務の補助者は太陽有限責任監査法人に所属する公認会計士８名、その他の補助者10名であります。

業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者と当社の間には、特別な利害関係はありません。

e. 監査法人の選定方針と理由

公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指

針」を参考に、会計監査人に対して品質管理が適切であること、独立性及び専門性を有していること、監査計

画・監査報酬が妥当であること及び監査実績等を総合的に勘案し、選定しております。

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、会計

監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出

いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委

員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で契約の新規の締結に関する業務の停止３カ

月（2024年１月１日から同年３月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監

査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。）の処分を受けております。

ⅰ)処分対象

太陽有限責任監査法人

ⅱ)処分内容

・契約の新規の締結に関する業務の停止３ヵ月（2024年１月１日から同年３月31日まで。ただし、既に監

査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締

結を除く。)

・業務改善命令（業務管理体制の改善）

・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部（監査業務に係る審

査）に関与することの禁止３ヵ月（2024年１月１日から2024年３月31日まで）
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ⅲ)処分理由

・他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である２名の公認会計士が、相当の注意を怠り、

重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。

監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から処分の内容、業務改善計画の実施状況を含む品質管理の状況及

び当社における監査の実施状況についての説明を受けました。その結果、当該処分を受けて策定された業務改

善計画は誠実に実行されており、当社における監査業務は適切に実施されているものと評価し、太陽有限責任

監査法人を会計監査人として選定することに問題はないものと判断しております。

f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監

査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理体制の整備・運用状況、独立性及び専門性等により、会

計監査人を総合的に評価しています。

なお、監査等委員会は、当事業年度において会計監査人が実施した監査方法及び監査結果について、相当で

あると判断しています。

④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

最近事業年度の前事業年度 最近事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

13,230 － 17,760 －

(注) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

該当事項はありません。

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ａを除く)

該当事項はありません。

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

監査報酬につきましては、監査計画、監査日程等を総合的に勘案し、代表取締役社長が監査等委員会の同意

を得たうえで決定しています。

e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま

え、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認したうえで、最近事

業年度の監査計画の内容、報酬見積り額の算出根拠等の適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等

について会社法第399条第１項の同意を行っています。



― 59 ―

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、基本報酬、当該事業年度の業績に連動した賞与

と業績連動型報酬によって構成されております。

基本報酬は、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で支給することとしており、賞与については当

社の業績・経済情勢等を勘案したうえで、役位・職責に応じて取締役会で決定しております。

業績連動報酬に係る業績目標は、取締役及び執行役員の事業活動の成果を考慮した経営指標を基に、それぞれ

設定した目標値を採用しております。各事業年度の目標値は目標達成時を100％としております。

業績連動報酬の算定については、EBITDAを指標とし、事業年度予算の超過分の15～25％を算定基礎金額とし、

取締役及び執行役員の業績目標の達成値に基づき分配する形式をとり、報酬委員会で決定しております。

監査等委員である取締役の報酬は、その役割と職務を勘案し基本報酬のみで構成され、株主総会で決議された

年間の報酬限度額の範囲内で、その職責に応じて監査等委員が協議し決定しております。

なお、決定方針の決定及び各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の具体的な報酬等の額の決定に当た

っては、取締役会の諮問機関であり、代表取締役社長及び監査等委員である取締役を含む社外取締役４名で構成

する報酬委員会において協議し、取締役会にて決定しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬及び賞与の報酬限度額は、2023年６月30日開催の臨時

株主総会において年額100百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点における取締役（監査等委員

である取締役を除く。）の員数は３名（うち社外取締役は１名）であります。

報酬委員会は、取締役及び執行役員についての報酬制度に関する基本方針案、個人別の具体的報酬額案等を取

締役会の諮問に応じて審議し、取締役会に対して助言・提言を行うこととしています。最近事業年度において報

酬委員会は２回開催しております。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役(監査等委員及び社
外取締役を除く。)

72,219 72,219 － － 3

取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)

7,200 7,200 － － 1

社外役員 4,320 4,320 － － 4

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上ある者が存在しないため、記載しておりません。

④ 使用人兼務取締役の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。
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(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら

株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である

投資株式とし、それ以外の目的で保有する投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式とすることとしてい

ます。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内

容

当社は、財務基盤の確保や発行会社との取引関係の維持・強化又は取引・協力関係の構築が見込め、当社

の中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合や、地域業界基盤の発展に資すると判断した場合に

純投資目的以外の目的である投資株式を保有する場合があります。

また、毎年、個別の純投資目的以外の目的である投資株式について保有目的、経済合理性の観点から保有

の適否を取締役会で検証することとし、検証の結果、保有目的、経済合理性が確認できた株式については継

続保有し、発行会社と対話を行い、改善等の見込みのないものは市場への影響を考慮のうえ売却していくこ

ととしています。

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 1 23,809

（最近事業年度において株式数が増加した銘柄）

銘柄数
(銘柄)

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 － － －

（最近事業年度において株式数が減少した銘柄）

銘柄数
(銘柄)

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(千円)

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －

c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

最近事業年度
最近事業年度の
前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

株式会社
南都銀行

5,800 5,800 主要取引金融機関であり、資金調達等の
円滑化のために保有しております。

無
23,809 20,677

(注) 定量的な保有効果については記載が困難であるため、記載しておりません。なお、保有の意義について

は、取引先等との取引関係等を踏まえて保有に伴うリスクと便益を勘案し、当社の中長期的な企業価値

向上に資するか否かという観点から検討しております。
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第５ 【経理の状況】

１ 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

(2) 当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社の中間財務諸表は第１種中間財務諸表であります。

２ 監査証明について

(1) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(2023年７月１日から2024年６月30日ま

で)及び当事業年度(2024年７月１日から2025年６月30日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人の監査を

受けております。

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間(2025年７月１日から2025年12月31

日まで)の中間財務諸表について、太陽有限責任監査法人の期中レビューを受けております。

３ 連結財務諸表及び中間連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表及び中間連結財務諸表を作成しておりません。

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には会計基準等の内容を適切

に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、財務・会計専門情報誌の

定期購読及び監査法人等が主催するセミナーへの積極的な参加を行っております。
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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※１ 1,893,655 ※１ 1,618,184

売掛金 364,957 304,159

棚卸資産 ※２ 762,218 ※２ 910,623

前渡金 660 －

前払費用 21,995 22,740

その他 8,775 5,780

貸倒引当金 △109 △91

流動資産合計 3,052,153 2,861,397

固定資産

有形固定資産

建物 ※１,※３ 2,321,435 ※１,※３ 2,332,985

構築物 509,402 509,402

機械及び装置 ※３ 551,093 ※３ 735,912

車両運搬具 23,796 23,796

工具、器具及び備品 38,076 42,736

土地 ※１ 197,531 ※１ 197,531

リース資産 12,449 12,449

建設仮勘定 98,787 59,093

減価償却累計額 △845,179 △984,774

有形固定資産合計 2,907,392 2,929,132

無形固定資産

ソフトウエア ※３ 18,651 ※３ 11,900

その他 3,551 3,276

無形固定資産合計 22,202 15,176

投資その他の資産

投資有価証券 ※１ 47,579 ※１ 49,617

出資金 41,056 41,026

長期前払費用 633 7,951

繰延税金資産 89,555 98,203

その他 11,167 58,840

投資その他の資産合計 189,991 255,638

固定資産合計 3,119,587 3,199,948

資産合計 6,171,740 6,061,345
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(単位：千円)

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 86,430 91,014

１年内返済予定の長期借入金 ※１ 235,056 ※１ 236,811

リース債務 3,063 3,063

未払金 109,796 65,892

未払費用 42,448 52,841

未払法人税等 84,179 20,351

契約負債 8,345 －

前受金 111 94

預り金 7,182 4,790

賞与引当金 38,762 67,526

その他 62,633 15,314

流動負債合計 678,009 557,700

固定負債

長期借入金 ※１ 2,472,367 ※１ 2,235,556

リース債務 6,488 3,424

退職給付引当金 64,567 71,796

固定負債合計 2,543,422 2,310,777

負債合計 3,221,432 2,868,477

純資産の部

株主資本

資本金 30,000 30,000

資本剰余金

資本準備金 152,010 152,010

その他資本剰余金 746,919 746,919

資本剰余金合計 898,930 898,930

利益剰余金

利益準備金 4,500 4,500

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 2,009,056 2,250,753

利益剰余金合計 2,013,556 2,255,253

株主資本合計 2,942,486 3,184,183

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,822 8,684

評価・換算差額等合計 7,822 8,684

純資産合計 2,950,308 3,192,868

負債純資産合計 6,171,740 6,061,345
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【中間貸借対照表】

(単位：千円)

当中間会計期間
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※１ 1,379,906

売掛金 636,548

棚卸資産 ※２ 822,022

前払費用 31,562

その他 5,697

貸倒引当金 △190

流動資産合計 2,875,546

固定資産

有形固定資産

建物 ※１，※３ 2,360,289

構築物 509,402

機械及び装置 ※３ 757,673

車両運搬具 23,796

工具、器具及び備品 43,085

土地 ※１ 592,144

リース資産 12,449

建設仮勘定 45,980

減価償却累計額 △1,089,369

有形固定資産合計 3,255,451

無形固定資産

ソフトウエア ※３ 8,632

その他 3,138

無形固定資産合計 11,771

投資その他の資産

投資有価証券 ※１ 61,909

出資金 41,026

長期前払費用 6,124

繰延税金資産 63,327

その他 10,566

投資その他の資産合計 182,954

固定資産合計 3,450,178

資産合計 6,325,725
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(単位：千円)

当中間会計期間
(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 100,983

１年内返済予定の長期借入金 ※１ 237,144

リース債務 3,063

未払金 78,197

未払費用 27,842

未払法人税等 96,756

前受金 72

預り金 11,406

賞与引当金 54,222

その他 71,837

流動負債合計 681,527

固定負債

長期借入金 ※１ 2,118,892

リース債務 1,892

退職給付引当金 73,331

固定負債合計 2,194,116

負債合計 2,875,643

純資産の部

株主資本

資本金 30,000

資本剰余金

資本準備金 152,010

その他資本剰余金 746,919

資本剰余金合計 898,930

利益剰余金

利益準備金 4,500

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 2,500,149

利益剰余金合計 2,504,649

株主資本合計 3,433,579

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 16,502

評価・換算差額等合計 16,502

純資産合計 3,450,081

負債純資産合計 6,325,725
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② 【損益計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

売上高 ※１ 2,698,678 ※１ 2,684,862

売上原価

商品及び製品期首棚卸高 107,683 168,364

当期製品製造原価 1,230,337 1,228,685

当期商品仕入高 8,041 5,555

合計 1,346,063 1,402,605

他勘定振替高 36,564 7,116

商品及び製品期末棚卸高 168,364 205,928

売上原価合計 ※２ 1,141,133 ※２ 1,189,560

売上総利益 1,557,544 1,495,301

販売費及び一般管理費 ※３,※４ 1,134,868 ※３,※４ 1,178,283

営業利益 422,676 317,017

営業外収益

受取利息 277 1,038

受取配当金 6,236 1,638

受取精算金 － 435

貸倒引当金戻入額 3,471 18

為替差益 1,057 －

その他 1,733 94

営業外収益合計 12,777 3,225

営業外費用

支払利息 9,824 9,053

上場関連費用 － 4,000

為替差損 － 1,014

その他 359 137

営業外費用合計 10,183 14,205

経常利益 425,270 306,038

特別利益

固定資産売却益 ※５ 77 ※５ －

補助金収入 14,555 2,825

特別利益合計 14,633 2,825

特別損失

固定資産売却損 ※６ 700 ※６ －

固定資産除却損 ※７ 2,506 ※７ 1,324

特別損失合計 3,206 1,324

税引前当期純利益 436,697 307,538

法人税、住民税及び事業税 109,137 75,112

法人税等調整額 10,389 △9,270

法人税等合計 119,527 65,841

当期純利益 317,170 241,696
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【製造原価明細書】

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 792,868 64.7 831,829 66.0

Ⅱ 労務費 223,043 18.2 197,136 15.7

Ⅲ 経費 ※１ 208,990 17.1 230,622 18.3

当期総製造費用 1,224,902 100.0 1,259,588 100.0

仕掛品期首棚卸高 308,592 303,157

合計 1,533,494 1,562,745

仕掛品期末棚卸高 303,157 334,060

当期製品製造原価 1,230,337 1,228,685

(注) ※１ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

水道光熱費 40,174 39,631

減価償却費 128,276 157,953

賃借料 2,768 2,781

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。
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【中間損益計算書】

(単位：千円)
当中間会計期間

(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)

売上高 1,684,430

売上原価 723,531

売上総利益 960,898

販売費及び一般管理費 ※ 584,268

営業利益 376,629

営業外収益

受取利息 1,404

受取配当金 841

為替差益 719

その他 332

営業外収益合計 3,297

営業外費用

支払利息 4,273

その他 33

営業外費用合計 4,307

経常利益 375,620

特別利益

補助金収入 1,600

特別利益合計 1,600

特別損失

固定資産除却損 0

特別損失合計 0

税引前中間純利益 377,220

法人税、住民税及び事業税 97,178

法人税等調整額 30,645

法人税等合計 127,824

中間純利益 249,395
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 30,000 3,000 597,909 600,909

当期変動額

新株の発行

（新株予約権の行使）
149,010 149,010 149,010

減資 △149,010 149,010 149,010

剰余金の配当

当期純利益

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 149,010 149,010 298,020

当期末残高 30,000 152,010 746,919 898,930

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 4,500 2,691,857 2,696,357 3,327,266

当期変動額

新株の発行

（新株予約権の行使）
298,020

減資 －

剰余金の配当 △999,970 △999,970 △999,970

当期純利益 317,170 317,170 317,170

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △682,800 △682,800 △384,780

当期末残高 4,500 2,009,056 2,013,556 2,942,486

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 2,465 2,465 3,885 3,333,617

当期変動額

新株の発行

（新株予約権の行使）
298,020

減資 －

剰余金の配当 △999,970

当期純利益 317,170

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
5,357 5,357 △3,885 1,471

当期変動額合計 5,357 5,357 △3,885 △383,308

当期末残高 7,822 7,822 － 2,950,308
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当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 30,000 152,010 746,919 898,930

当期変動額

当期純利益

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 30,000 152,010 746,919 898,930

株主資本

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 4,500 2,009,056 2,013,556 2,942,486

当期変動額

当期純利益 241,696 241,696 241,696

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 241,696 241,696 241,696

当期末残高 4,500 2,250,753 2,255,253 3,184,183

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 7,822 7,822 － 2,950,308

当期変動額

当期純利益 241,696

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
862 862 － 862

当期変動額合計 862 862 － 242,559

当期末残高 8,684 8,684 － 3,192,868
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 436,697 307,538

減価償却費 187,657 216,136

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,612 △18

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,802 39,827

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,137 7,229

受取利息及び受取配当金 △6,514 △2,677

支払利息 9,824 9,053

上場関連費用 － 4,000

固定資産売却益 △77 －

補助金収入 △14,555 △2,825

固定資産除却損 2,506 1,324

固定資産売却損 700 －

売上債権の増減額（△は増加） △66,938 60,798

棚卸資産の増減額（△は増加） △11,481 △148,405

仕入債務の増減額（△は減少） 15,164 4,583

未払又は未収消費税等の増減額 △18,678 △47,591

その他 41,407 △56,324

小計 584,037 392,650

利息及び配当金の受取額 6,513 2,675

利息の支払額 △9,702 △8,912

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △24,932 △138,940

補助金の受取額 14,555 2,825

営業活動によるキャッシュ・フロー 570,470 250,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △12,000 △12,000

有形固定資産の取得による支出 △155,109 △233,460

有形固定資産の売却による収入 47,187 －

無形固定資産の取得による支出 △260 △810

投資有価証券の取得による支出 △610 △552

その他 △104 215

投資活動によるキャッシュ・フロー △120,896 △246,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △240,920 △235,056

リース債務の返済による支出 △3,244 △3,063

上場関連費用の支出 － △4,000

配当金の支払額 △999,970 －

新株予約権の行使による株式の発行による収入 294,134 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △950,000 △242,119

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,068 △1,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △499,358 △239,472

現金及び現金同等物の期首残高 2,254,848 1,755,489

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,755,489 ※ 1,516,017
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【中間キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
当中間会計期間

(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 377,220

減価償却費 108,599

貸倒引当金の増減額（△は減少） 99

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,367

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,535

受取利息及び受取配当金 △2,246

支払利息 4,273

補助金収入 △1,600

固定資産除却損 0

売上債権の増減額（△は増加） △332,389

棚卸資産の増減額（△は増加） 88,601

仕入債務の増減額（△は減少） 9,969

未払又は未収消費税等の増減額 41,835

その他 7,957

小計 279,488

利息及び配当金の受取額 2,225

利息の支払額 △4,167

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △20,774

補助金の受取額 1,600

営業活動によるキャッシュ・フロー 258,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △6,000

有形固定資産の取得による支出 △427,486

投資有価証券の取得による支出 △245

その他 204

投資活動によるキャッシュ・フロー △433,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △116,331

リース債務の返済による支出 △1,531

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,862

現金及び現金同等物に係る換算差額 719

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △292,299

現金及び現金同等物の期首残高 1,516,017

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,223,717
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【注記事項】

(重要な会計方針)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、主として移動平均法により算定しており

ます。)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

(1) 商品・原材料・貯蔵品

移動平均法

(2) 製品・仕掛品

移動平均法

３ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３～38年

構築物 ７～50年

機械及び装置 ２～17年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ２～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

ソフトウエア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上してお

ります。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と

する方法を用いた簡便法を適用しております。

５ 収益及び費用の計上基準

当社は、酒類の製造・販売や商品の卸売を行っており、国内販売取引における主な履行義務は、顧客に商品を

引き渡す義務であり、国内販売取引において商品の納品時に商品の支配が顧客に移転すると判断しておりますが、

出荷から顧客への支配の移転までの期間が通常の期間であることから、重要性等に関する代替的な取扱いを適用

し、出荷時に収益を認識しております。

海外の顧客への商品及び製品の販売については、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき、運送

人引渡時点等の時点で商品の支配が顧客に移転すると判断していることから、取引条件に基づく引渡等の時点で

収益を認識しております。

また、収益は、顧客との契約において約束した対価から、第三者のために回収する消費税等を控除した金額で

算定しております。

自社ECサイトにおける販売時にポイントを付与するカスタマー・ロイヤルティ・プログラムでのサービスの提

供において、当社が付与したポイントのうち、顧客が使用していないポイントについては履行義務を充足してい

ないため、将来の失効見込みや利用実績率等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格を配分し

た金額で契約負債を計上し、ポイントが使用された時点又は失効した時点で履行義務を充足したと判断し、収益

を認識することとしています。

なお、取引の対価は、履行義務を充足してからごく短期間に受領しており、重要な金融要素は含んでいませ

ん。

６ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

７ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
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当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、主として移動平均法により算定しており

ます。)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

(1) 商品・原材料・貯蔵品

移動平均法

(2) 製品・仕掛品

移動平均法

３ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３～38年

構築物 ７～50年

機械及び装置 ２～12年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ２～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

ソフトウエア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上してお

ります。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と

する方法を用いた簡便法を適用しております。

５ 収益及び費用の計上基準

当社は、酒類の製造・販売や商品の卸売を行っており、国内販売取引における主な履行義務は、顧客に商品を

引き渡す義務であり、国内販売取引において商品の納品時に商品の支配が顧客に移転すると判断しておりますが、

出荷から顧客への支配の移転までの期間が通常の期間であることから、重要性等に関する代替的な取扱いを適用

し、出荷時に収益を認識しております。

海外の顧客への商品及び製品の販売については、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき、運送

人引渡時点等の時点で商品の支配が顧客に移転すると判断していることから、取引条件に基づく引渡等の時点で

収益を認識しております。

また、収益は、顧客との契約において約束した対価から、第三者のために回収する消費税等を控除した金額で

算定しております。

自社ECサイトにおける販売時にポイントを付与するカスタマー・ロイヤルティ・プログラムでのサービスの提

供において、当社が付与したポイントのうち、顧客が使用していないポイントについては履行義務を充足してい

ないため、将来の失効見込みや利用実績率等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格を配分し

た金額で契約負債を計上し、ポイントが使用された時点又は失効した時点で履行義務を充足したと判断し、収益

を認識することとしていましたが、2025年６月30日をもってポイント交換及び同サービス提供を終了したため、

2025年６月30日をもって契約負債を全額取り崩しております。

なお、取引の対価は、履行義務を充足してからごく短期間に受領しており、重要な金融要素は含んでいませ

ん。

６ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

７ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
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(重要な会計上の見積り)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１．繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額 89,555千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産は、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識しております。

これらの見積りは将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、実際に生じた時期及び金額が見積

りと異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

また、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な

影響を与える可能性があります。

２.固定資産の減損

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

科目名 貸借対照表計上額（千円）

有形固定資産 2,907,392

無形固定資産 22,202

減損損失 －

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、事業用資産について、会社資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから１つの資

産グループとし、遊休資産については、個別資産ごとのグルーピングを行っています。

固定資産の減損の兆候の有無の判定にあたっては、資産グループごとに割引前将来キャッシュ・フローを合理

的に見積り、その回収可能性について検討しております。これらの仮定は将来の不確実な経済状況及び会社の経

営状況の影響を受け、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１．繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額 98,203千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産は、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識しております。

これらの見積りは将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、実際に生じた時期及び金額が見積

りと異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

また、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な

影響を与える可能性があります。

２.固定資産の減損

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

科目名 貸借対照表計上額（千円）

有形固定資産 2,929,132

無形固定資産 15,176

減損損失 －

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、事業用資産について、会社資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから１つの資

産グループとし、遊休資産については、個別資産ごとのグルーピングを行っています。

固定資産の減損の兆候の有無の判定にあたっては、資産グループごとに割引前将来キャッシュ・フローを合理

的に見積り、その回収可能性について検討しております。これらの仮定は将来の不確実な経済状況及び会社の経

営状況の影響を受け、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
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(未適用の会計基準等)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年６月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による財務諸表に与える影響については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

現金及び預金 50,127千円 50,175千円

投資有価証券 20,677〃 23,809〃

建物 1,294,032〃 1,250,750〃

土地 188,905〃 188,905〃

計 1,553,742千円 1,513,640千円

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

長期借入金 2,597,443千円 2,387,191千円

計 2,597,443千円 2,387,191千円

(注) 長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

※２ 棚卸資産の内訳は次のとおりです。

前事業年度
(2024年６月30日)

当事業年度
(2025年６月30日)

商品及び製品 168,364千円 205,928千円

仕掛品 303,157〃 334,060〃

原材料及び貯蔵品 290,697〃 370,635〃

計 762,218千円 910,623千円
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※３ 圧縮記帳額

前事業年度(2024年６月30日)

国庫補助金等の受入により取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。

建物 130,967千円

機械及び装置 472〃

ソフトウエア 440〃

合計 131,879千円

当事業年度(2025年６月30日)

国庫補助金等の受入により取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。

建物 130,967千円

機械及び装置 472〃

ソフトウエア 440〃

合計 131,879千円

４ 当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行（前事業年度は５行）と当座貸越契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

前事業年度
（2024年６月30日）

当事業年度
（2025年６月30日）

当座貸越極度額 750,000千円 650,000千円

借入実行残高 － －

差引額 750,000 650,000

(損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項 (収益認識関係) １．顧客との契約から生じる収益を分解し

た情報」に記載しております。

※２ 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

す。

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

17,752千円 58,293千円

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

給料手当 215,708千円 251,725千円

支払運賃 158,097〃 160,417〃

広告宣伝費 168,273〃 134,309〃

減価償却費 59,381〃 58,908〃

賞与引当金繰入額 22,941〃 46,663〃

退職給付費用 2,107〃 6,335〃

おおよその割合

販売費 36.9％ 34.6％

一般管理費 63.1〃 65.4〃
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※４ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

一般管理費 16,458千円 19,454千円

計 16,458千円 19,454千円

※５ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

土地 77千円 －千円

計 77千円 －千円

※６ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

建物 146千円 －千円

構築物 0〃 －〃

機械及び装置 0〃 －〃

工具、器具及び備品 0〃 －〃

土地 553〃 －〃

計 700千円 －千円

※７ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

構築物 2,484〃 －〃

機械及び装置 21〃 604〃

工具、器具及び備品 0〃 －〃

ソフトウエア 0〃 720〃

計 2,506千円 1,324千円



― 81 ―

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 256,014 45,182 － 301,196

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加45,182株は、新株予約権の行使による増加であります。

２ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３ 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2023年12月14日
臨時株主総会

普通株式 999,970 3,320.00 2023年12月20日 2023年12月20日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 301,196 5,722,724 － 6,023,920

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加5,722,724株は、2025年４月17日付けで普通株式１株につき20株の割合をもっ

て実施した株式分割による増加であります。

２ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３ 配当に関する事項

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

現金及び預金 1,893,655千円 1,618,184千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △138,165 〃 △102,167 〃

現金及び現金同等物 1,755,489千円 1,516,017千円
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(金融商品関係)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用は安全性の高い金融資産で行い、資金調達は主に銀行等金融機関からの借入により行ってお

ります。なお、デリバティブ取引等の投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当社は、与信管理規程及び債権回収マニュ

アルに従い営業債権について担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及

び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

投資有価証券は主として株式及び社債であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っておりま

す。また、社債については発行体の信用リスクに晒されており、財務状況等の変化の把握に努めることにより軽

減を図っております。

営業債務である買掛金及び未払金は、ほぼすべてが１カ月以内の支払期日であります。

長期借入金の使途は、設備投資資金であります。長期借入金は金利の変動リスクに晒されており、金利の状況

を見つつ、固定金利の期間を設定するなどの方法で軽減を図っております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件によった場合、

当該価額が異なることもあります。

２ 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 投資有価証券(*2) 47,579 47,579 －

資産計 47,579 47,579 －

(2) 長期借入金(*3) 2,707,423 2,543,615 163,807

負債計 2,707,423 2,543,615 163,807

(*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「前受金」、「預り金」につ

いては、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから記載を省略しており

ます。

また、「リース債務」については金額的重要性が乏しいことから、記載を省略しております。

(*2) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりで

あります。

区分 当事業年度（千円）

出資金 41,056

(*3) １年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。

(注１) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 1,893,655 － － －

売掛金 364,957 － － －

投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの(社債) － 10,000 － －

合計 2,258,613 10,000 － －
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(注２) 長期借入金、リース債務の決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 235,056 236,811 236,482 221,214 219,968 1,557,892

リース債務 3,063 3,063 3,063 361 － －

合計 238,119 239,874 239,545 221,575 219,968 1,557,892

３ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 20,677 － － 20,677

社債 － 10,000 － 10,000

その他 － 16,902 － 16,902

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル

１の時価に分類しております。社債は、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標に発行体の信用ス

プレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値法により、また非上場投資信託は取引先金融機関から提示された価格

等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 2,543,615 － 2,543,615

負債計 － 2,543,615 － 2,543,615

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価

値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用は安全性の高い金融資産で行い、資金調達は主に銀行等金融機関からの借入により行ってお

ります。なお、デリバティブ取引等の投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当社は、与信管理規程及び債権回収マニュ

アルに従い営業債権について担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及

び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

投資有価証券は主として株式及び社債であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っておりま

す。また、社債については発行体の信用リスクに晒されており、財務状況等の変化の把握に努めることにより軽

減を図っております。

営業債務である買掛金及び未払金は、ほぼすべてが１カ月以内の支払期日であります。

長期借入金の使途は、設備投資資金であります。長期借入金は金利の変動リスクに晒されており、金利の状況

を見つつ、固定金利の期間を設定するなどの方法で軽減を図っております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件によった場合、

当該価額が異なることもあります。

２ 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 投資有価証券(*2) 49,617 49,617 －

資産計 49,617 49,617 －

(2) 長期借入金(*3) 2,472,367 2,316,607 △155,759

負債計 2,472,367 2,316,607 △155,759

(*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「前受金」、「預り金」につ

いては、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから記載を省略しており

ます。

また、「リース債務」については金額的重要性が乏しいことから、記載を省略しております。

(*2) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりで

あります。

区分 当事業年度（千円）

出資金 41,026

(*3) １年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。

(注１) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 1,618,184 － － －

売掛金 304,159 － － －

投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの(社債) － 10,000 － －

合計 1,922,344 10,000 － －
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(注２) 長期借入金、リース債務の決算日後の返済予定額

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 236,811 236,482 221,214 219,968 220,488 1,337,404

リース債務 3,063 3,063 361 － － －

合計 239,874 239,545 221,575 219,968 220,488 1,337,404

３ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 23,809 － － 23,809

社債 － 10,000 － 10,000

その他 － 15,808 － 15,808

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル

１の時価に分類しております。社債は、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標に発行体の信用ス

プレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値法により、また非上場投資信託は取引先金融機関から提示された価格

等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 2,316,607 － 2,316,607

負債計 － 2,316,607 － 2,316,607

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価

値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(有価証券関係)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１ その他有価証券

区分
貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 20,677 11,542 9,135

債券 － － －

その他 16,902 14,138 2,763

小計 37,579 25,680 11,898

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

株式 － － －

債券 10,000 10,000 －

その他 － － －

小計 10,000 10,000 －

合計 47,579 35,680 11,898

２ 事業年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１ その他有価証券

区分
貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 23,809 11,542 12,267

債券 － － －

その他 15,808 14,691 1,117

小計 39,617 26,233 13,384

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

株式 － － －

債券 10,000 10,000 －

その他 － － －

小計 10,000 10,000 －

合計 49,617 36,233 13,384

２ 事業年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。
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(退職給付関係)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。

当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

２．確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

当事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

退職給付引当金の期首残高 61,429千円

退職給付費用 4,572

退職給付の支払額 △1,435

退職給付引当金の期末残高 64,567

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

当事業年度
（2024年６月30日）

非積立型制度の退職給付債務 64,567千円

退職給付引当金 64,567

貸借対照表に計上された資産と負債の純額 64,567

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 当事業年度 4,572千円

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。

当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

２．確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

退職給付引当金の期首残高 64,567千円

退職給付費用 8,958

退職給付の支払額 △1,729

退職給付引当金の期末残高 71,796

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

当事業年度
（2025年６月30日）

非積立型制度の退職給付債務 71,796千円

退職給付引当金 71,796

貸借対照表に計上された資産と負債の純額 71,796

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 当事業年度 8,958千円



― 88 ―

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

決議年月日 2022年６月30日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役の資産管理会社 １社
当社取締役 １名

株式の種類別のストック・オプショ
ンの数 (注)

普通株式 903,640株

付与日 2022年６月30日

権利確定条件 新株予約権割当契約書に定めるところによる。

対象勤務期間 対象期間の定めはありません。

権利行使期間 2022年７月１日～2032年６月30日

(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2025年４月17日を効力発生日として、普通株式１株につ

き20株の株式分割を行っており、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度（2024年６月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。なお、2025年４月17日を効力発生日として、普通株式１

株につき20株の株式分割を行っており、以下は、当該株式分割を反映して記載しております。

① ストック・オプションの数

第１回新株予約権

決議年月日 2022年６月30日

権利確定前(株)

前事業年度末 903,640

付与 －

失効 －

権利確定 903,640

未確定残 －

権利確定後(株)

前事業年度末 －

権利確定 903,640

権利行使 903,640

失効 －

未行使残 －
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② 単価情報

第１回新株予約権

決議年月日 2022年６月30日

権利行使価格(円) 325.5

行使時平均株価(円) －

付与日における公正な評価単価(円) －

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプションの付与日時点において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの

公正な評価単価の見積方法を単位あたりの本源的価値の見積りによっております。

また、単位あたりの本源的価値を算出する基礎となる当社株式の評価方法はDCF法によっております。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の

合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

当事業年度末における本源的価値の合計額 － 千円

当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利

行使日における本源的価値の合計額
－ 千円

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

当事業年度
(2024年６月30日)

繰延税金資産

退職給付引当金 22,120千円

賞与引当金 30,744〃

貸倒引当金 37〃

棚卸資産評価損 6,081〃

減価償却超過額 17,561〃

減損損失 5,080〃

未払事業税 8,718〃

その他 10,466〃

繰延税金資産小計 100,812千円

評価性引当額 △4,440〃

繰延税金資産合計 96,372千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 4,076千円

保険積立金 2,740〃

繰延税金負債合計 6,817千円

繰延税金資産純額 89,555千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

当事業年度
(2024年６月30日)

法定実効税率 34.3％

（調整）

税額控除 △6.9％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.3％
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当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

当事業年度
(2025年６月30日)

繰延税金資産

退職給付引当金 25,207千円

賞与引当金 37,271〃

貸倒引当金 31〃

棚卸資産評価損 19,971〃

減価償却超過額 17,181〃

減損損失 5,045〃

未払事業税 3,800〃

その他 1,751〃

繰延税金資産小計 110,261千円

評価性引当額 △4,550〃

繰延税金資産合計 105,711千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 4,699千円

保険積立金 2,808〃

繰延税金負債合計 7,507千円

繰延税金資産純額 98,203千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

当事業年度
(2025年６月30日)

法定実効税率 34.3％

（調整）

税額控除 △12.6％

その他 △0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 21.4％

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、

2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年７月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延

税金負債については、法定実効税率を34.3％から35.1％に変更し計算しております。

この税率変更による影響は軽微であります。
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(収益認識関係)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

顧客の種類

合計

B to B B to C

国内 1,540,617 448,216 1,988,833

海外 709,844 － 709,844

顧客との契約から生じる収益 2,250,461 448,216 2,698,678

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 2,250,461 448,216 2,698,678

（注）売上高は販売先の所在地を基礎として、地域別に分解しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項（重要な会計方針）５．収益

及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度

末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する

情報

(1) 契約負債の残高等

(単位：千円)
当事業年度

(2024年６月30日)

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 298,019

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 364,957

契約負債(期首残高) 3,974

契約負債(期末残高) 8,345

当事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は95千円であります。過

去の期間に充足した履行義務から認識した収益はありません。

なお、自社ECサイトにおける販売時にポイントを付与するカスタマー・ロイヤルティ・プログラムでのサ

ービスの提供において、当社が付与したポイントのうち、顧客が使用していないポイントについては履行義

務を充足していないため、将来の失効見込みや利用実績率等を考慮して算定された独立販売価格を基礎とし

て取引価格を配分した金額で契約負債を計上し、ポイントが使用された時点又は失効した時点で履行義務を

充足したと判断し、収益を認識することとしています。

当事業年度において、契約負債が4,370千円増加した主な理由は、前期より開始したカスタマー・ロイヤル

ティ・プログラムに基づくポイントの付与が進んだことによるものです。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

2024年６月30日現在、ポイントに係る残存履行義務に配分した取引価額の総額は8,345千円であります。当

社は、当該残存履行義務について、ポイントが使用されるにつれて今後１、２年で収益を認識することを見

込んでおります。
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当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

顧客の種類

合計

B to B B to C

国内 1,790,905 411,012 2,201,917

海外 482,944 － 482,944

顧客との契約から生じる収益 2,273,849 411,012 2,684,862

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 2,273,849 411,012 2,684,862

（注）売上高は販売先の所在地を基礎として、地域別に分解しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項（重要な会計方針）５．収益

及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度

末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する

情報

(1) 契約負債の残高等

(単位：千円)
当事業年度

(2025年６月30日)

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 364,957

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 304,159

契約負債(期首残高) 8,345

契約負債(期末残高) －

当事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は8,345千円であります。

過去の期間に充足した履行義務から認識した収益はありません。

なお、自社ECサイトにおける販売時にポイントを付与するカスタマー・ロイヤルティ・プログラムでのサ

ービスの提供において、当社が付与したポイントのうち、顧客が使用していないポイントについては履行義

務を充足していないため、将来の失効見込みや利用実績率等を考慮して算定された独立販売価格を基礎とし

て取引価格を配分した金額で契約負債を計上し、ポイントが使用された時点又は失効した時点で履行義務を

充足したと判断し、収益を認識することとしていましたが、2025年６月30日をもってポイント交換及び同サ

ービス提供を終了したため、2025年６月30日をもって契約負債を全額取り崩しております。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

当社は、酒類製造販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

当社は、酒類製造販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１ 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して

おります。

２ 地域ごとの情報

(1）売上高

(単位：千円)

国内 海外 合計

1,988,833 709,844 2,698,678

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎として国内、海外に分類しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

売上高に対する割合が10％を超える顧客がないため記載を省略しております。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１ 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して

おります。

２ 地域ごとの情報

(1）売上高

(単位：千円)

国内 海外 合計

2,201,917 482,944 2,684,862

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎として国内、海外に分類しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

売上高に対する割合が10％を超える顧客がないため記載を省略しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

１ 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等

グッドフィー

ルド・ビーチ

サイド株式会

社(注)１

奈良県香芝

市
1,000 資産管理

(被所有)

直接 31.29
－

ストック・

オプション

の権利行使

(注)２

274,513 － －

役員 松浪雄二 － －
当社取締役

管理部長

(被所有)

直接 1.33
－

ストック・

オプション

の権利行使

(注)２

19,621 － －

(注)１．当社代表取締役社長吉田佳代（戸籍上の氏名：濱渕佳代）及びその近親者が議決権の100％を有する会社であ

ります。

２．第１回新株予約権（2022年６月30日臨時株主総会決議）のうち、当事業年度における新株予約権の行使につ

いて記載しております。なお、取引金額欄は、当事業年度における新株予約権の権利行使による付与株式数

に払込金額を乗じた金額を記載しております。また、新株予約権の発行価額及び権利行使価額は、独立した

第三者機関の評価を参考に決定しております。

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

１ 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

当社の代表

取締役及び

主要株主の

近親者

吉田暁

(注)１
－ － 当社顧問 －

当社代表取

締役の実父

顧問料の支

払い(注)２
12,000 － －

(注)１．吉田暁は、代表取締役吉田佳代の実父であり、当社の元代表取締役として企業経営に携わってきた実績及び

長年の経験、知見並びに幅広い人脈等を活かして、当社に対して助言等を行っております。

２．委嘱する業務内容を勘案し報酬委員会の意見も聴取のうえ、適切と考える額としております。

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)

当事業年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)

１株当たり純資産額 489.77円 530.03円

１株当たり当期純利益 56.60円 40.12円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、前事業年度については、潜在株式は存在するものの、当

社株式は非上場であり期中平均株価が把握できないため、当事業年度については、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

２．当社は、2025年４月17日付けで普通株式１株につき普通株式20株の割合で株式分割を行っております。前事

業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定し

ております。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自2023年７月１日
至2024年６月30日)

当事業年度
(自2024年７月１日
至2025年６月30日)

１株当たり当期純利益

当期純利益(千円) 317,170 241,696

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 317,170 241,696

普通株式の期中平均株式数(株) 5,604,200 6,023,920

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

新株予約権１種類
（新株予約権の数45,182個）
当該新株予約権は、2023年12月
18日にすべて行使されておりま
す。

－

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度末

(2024年６月30日)
当事業年度末

(2025年６月30日)

純資産の部の合計額(千円) 2,950,308 3,192,868

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,950,308 3,192,868

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数(株)

6,023,920 6,023,920

(重要な後発事象)

前事業年度(自 2023年７月１日 至 2024年６月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年７月１日 至 2025年６月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(中間貸借対照表関係)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

当中間会計期間
(2025年12月31日)

現金及び預金 50,228千円

投資有価証券 34,568〃

建物 1,229,143〃

土地 188,905〃

計 1,502,846千円

当中間会計期間
(2025年12月31日)

長期借入金 2,282,065千円

計 2,282,065千円

(注) 長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

※２ 棚卸資産の内訳は次のとおりです。

当中間会計期間
(2025年12月31日)

商品及び製品 143,784千円

仕掛品 325,428〃

原材料及び貯蔵品 352,810〃

計 822,022千円

※３ 圧縮記帳額

当中間会計期間(2025年12月31日)

国庫補助金等の受入により取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。

建物 130,967千円

機械及び装置 472〃

ソフトウエア 440〃

合計 131,879千円

４ 当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に

基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

当中間会計期間
(2025年12月31日)

当座貸越極度額 1,050,000千円

借入実行残高 －

差引額 1,050,000
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(中間損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)

給料手当 132,921千円

支払運賃 86,567 〃

広告宣伝費 60,924 〃

減価償却費 28,717 〃

賞与引当金繰入額 37,503 〃

貸倒引当金繰入額 99 〃

退職給付費用 3,411 〃

(株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 2025年７月１日 至 2025年12月31日)

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであ

ります。

当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)

現金及び預金 1,379,906千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △156,188 〃

現金及び現金同等物 1,223,717千円

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当中間会計期間(自 2025年７月１日 至 2025年12月31日)

当社は、酒類製造販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当中間会計期間(自 2025年７月１日 至 2025年12月31日)

(単位：千円)

顧客の種類

合計

B to B B to C

国内 972,632 227,610 1,200,242

海外 484,187 － 484,187

顧客との契約から生じる収益 1,456,820 227,610 1,684,430

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 1,456,820 227,610 1,684,430

（注）売上高は販売先の所在地を基礎として、地域別に分解しております。

(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当中間会計期間

(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)

１株当たり中間純利益 41.40円

(算定上の基礎)

中間純利益(千円) 249,395

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る中間純利益(千円) 249,395

普通株式の期中平均株式数(株) 6,023,920

(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。

(重要な後発事象)

当中間会計期間(自 2025年７月１日 至 2025年12月31日)

該当事項はありません。
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⑤ 【附属明細表】(2025年６月30日現在)

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

株式会社南都銀行 5,800 23,809

計 5,800 23,809

【債券】

銘柄 券面総額(千円)
貸借対照表計上額

(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

奈良醸造株式会社 10,000 10,000

計 10,000 10,000

【その他】

種類及び銘柄 投資口数等
貸借対照表計上額

(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

（外国投資信託）

ノムラ・グローバル・セレクト・トラス

ト・アメリカＭＭＦ

10,915,663 15,808

計 10,915,663 15,808
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高(千円)

有形固定資産

建物 2,321,435 11,550 － 2,332,985 406,207 101,267 1,926,778

構築物 509,402 － － 509,402 100,606 31,127 408,795

機械及び装置 551,093 254,849 70,030 735,912 416,676 69,494 319,236

車両運搬具 23,796 － － 23,796 23,340 1,186 456

工具、器具及び備品 38,076 4,660 － 42,736 31,257 3,158 11,478

土地 197,531 － － 197,531 － － 197,531

リース資産 12,449 － － 12,449 6,686 2,785 5,762

建設仮勘定 98,787 152,553 192,247 59,093 － － 59,093

有形固定資産計 3,752,572 423,612 262,277 3,913,907 984,774 209,020 2,929,132

無形固定資産

ソフトウエア － － － 32,785 20,884 6,841 11,900

その他 － － － 4,124 847 274 3,276

無形固定資産計 － － － 36,909 21,732 7,115 15,176

長期前払費用 633 10,276 2,958 7,951 － － 7,951

(注) １．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。

２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 充填蔵 生産装置更新工事 10,950千円

機械及び装置 リキュールライン改良 182,800千円

機械及び装置 丸瓶用直線式2点貼タックラベラー 42,580千円

機械及び装置 封緘ラベル貼付機 15,610千円

工具、器具及び備品 瓶・透明ガラス蓋金型 3,760千円

建設仮勘定 リキュールライン改良 112,200千円

建設仮勘定 丸瓶用直線式2点貼タックラベラー 16,324千円

建設仮勘定 北道穂土地現況測量・開発申請 24,029千円

３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置 リキュールライン更新による除却 56,390千円

機械及び装置 ラベラー機更新による除却 8,329千円

建設仮勘定 リキュールライン改良
完成により機械装置へ振替

163,680千円

建設仮勘定 丸瓶用直線式2点貼タックラベラー
完成により機械装置へ振替

28,567千円
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【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 235,056 236,811 0.3 －

１年以内に返済予定のリース債務 3,063 3,063 － －

長期借入金(１年以内に返済予定のも
のを除く。)

2,472,367 2,235,556 0.4
2026年７月１日～
2037年３月31日

リース債務(１年以内に返済予定のも
のを除く。)

6,488 3,424 －
2026年７月１日～
2027年８月27日

その他有利子負債 － － － －

合計 2,716,975 2,478,855 － －

(注) １．リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債

務を貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。リース債務以外の「平均利率」について

は、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごと

の返済予定額の総額

区分
１年超２年以内

(千円)
２年超３年以内

(千円)
３年超４年以内

(千円)
４年超５年以内

(千円)

長期借入金 236,482 221,214 219,968 220,488

リース債務 3,063 361 － －

【引当金明細表】

科目
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 109 91 － 109 91

賞与引当金 38,762 67,526 38,762 － 67,526

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】(2025年６月30日現在)

① 現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 2,531

預金

当座預金 158,686

普通預金 1,171,435

その他預金 93,097

定期預金 192,434

計 1,615,653

合計 1,618,184

② 売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

東瀛三山株式会社 25,515

株式会社飯田 23,160

Spyglass Trading GmbH 23,096

コストコホールセールジャパン株式会社 10,923

Iconic Spirits LLC 7,526

その他 213,936

合計 304,159

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)

(Ａ)

当期発生高(千円)

(Ｂ)

当期回収高(千円)

(Ｃ)

当期末残高(千円)

(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

364,957 2,946,143 3,006,941 304,159 90.81 41.45

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
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③ 棚卸資産

区分 金額(千円)

商品及び製品 205,928

仕掛品 334,060

原材料及び貯蔵品 370,635

合計 910,623

④ 買掛金

相手先 金額(千円)

美濃青果株式会社 15,681

中央硝子株式会社 12,164

中野BC株式会社 11,880

宝酒造株式会社 5,626

株式会社クリーンパック 5,153

その他 40,507

合計 91,014

⑤ 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

区分 金額(千円)

株式会社南都銀行 1,025,176

株式会社日本政策金融公庫 820,520

株式会社三井住友銀行 626,671

合計 2,472,367

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年７月１日から翌年６月30日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３か月以内

基準日 毎年６月30日

株券の種類 －

剰余金の配当の基準日
期末配当の基準日 毎年６月30日
中間配当の基準日 毎年12月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え(注)１

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

取次所 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 －

単元未満株式の買取り

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

取次所 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 全国各支店 (注)１

買取手数料 無料 (注)２

公告掲載方法
電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によるこ
とができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。公告掲載ＵＲＬ：
https://www.umenoyado.com/

株主に対する特典

毎年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主（１単元以上）に対し、保有株
数及び保有期間に応じて次の通り優待を実施。

保有株数
200株以上

保有株数
100株以上200株未満

保有期間
１年以上

EC利用券2,000円分
対象株主限定日本酒（720ml）
株主限定蔵見学会

EC利用券2,000円分

保有期間
１年未満

EC利用券1,000円分
対象株主限定日本酒（720ml）

EC利用券1,000円分

(注) １．当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に

規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。

２．単元未満株式の買取手数料は、当社株式が株式会社東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託

に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。

３．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

該当事項はありません。
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第四部 【株式公開情報】

第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動
年月日

移動前
所有者の

氏名又は名称

移動前
所有者の
住所

移動前
所有者の

提出会社との
関係等

移動後
所有者の氏名
又は名称

移動後
所有者の
住所

移動後
所有者の

提出会社との
関係等

移動株数
(株)

価格(単価)
(円)

移動理由

2023年

12月18日
－ － －

グッドフィ

ールド・ビ

ーチサイド

株式会社

代表取締役

吉田佳代

(戸籍上の氏

名：濱渕佳

代)

奈良県香芝

市真美ヶ丘

１丁目 12番

12号

特別利害関

係者等（役

員等により

総株主等の

議決権の過

半数を所有

されている

会社、大株

主 上 位 10

名）

843,360

278,140,128

(329.80)

（注４）

新株予約権

の権利行使

2023年

12月18日
－ － － 松浪雄二

奈良県北葛

城郡王寺町

特別利害関

係者等（当

社 取 締 役、

大株主上位

10名）

60,280

19,880,344

(329.80)

（注４）

新株予約権

の権利行使

2024年

12月23日

梅乃宿酒造

持株会

理事長

田中一浩

奈良県葛城

市寺口27番

地１

特別利害関

係者等（大

株主上位10

名）

古澤幸彦
奈良県

生駒市

特別利害関

係者等（大

株主上位 10

名 ）（ 注

５）

当社執行役

員

11,080

600,000

(54.15)

（注６）

従業員持株

会からの退

会

2024年

12月23日

梅乃宿酒造

持株会

理事長

田中一浩

奈良県葛城

市寺口27番

地１

特別利害関

係者等（大

株主上位10

名）

坂井隆秋
大阪府大阪

市天王寺区

特別利害関

係者等（大

株主上位 10

名 ）（ 注

５）

当社執行役

員

11,080

600,000

(54.15)

（注６）

従業員持株

会からの退

会

(注) １．当社は、株式会社東京証券取引所スタンダード市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取

引所（以下、「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)

第266条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下１において同じ)が、基準事業年度

(「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業

年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して２年前の日(2023年７月１日)から上場日の前日までの期間に

おいて、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使

を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第

204条第１項第４号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとすると

されております。

２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容に

ついての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための

事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、

当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取

引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表

することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した

結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及

び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができると

されております。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役

員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係

会社及びその役員

(2) 当社の大株主上位10名

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びそ

の役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
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４．移動価格は、新株予約権の行使条件に基づく行使価格(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法により算

出した当社株式の評価額を参考として決定した価格)に、行使された新株予約権の帳簿価額(一般的なオプ

ション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションに基づく評価額を参考として決定した新株

予約権の発行価額)を加えた価格であります。

５．当該移動により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。

６．持株会からの退会に伴い、出資金額に応じた株式を配分したものであり、移動価格は、持株会の総出資受

入額を、持株会が保有する総株式数で除した価格であります

７．2025年４月17日開催の取締役会決議により、2025年４月17日付けで普通株式１株につき20株の割合で株式

分割を行っており、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「移動株数」及び「価

格（単価）」を記載しております。
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第２ 【第三者割当等の概況】

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

該当事項はありません。

２ 【取得者の概況】

該当事項はありません。

３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。
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第３ 【株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式(自己株式
を除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

J-GIA2号投資事業有限責任組合
※２

東京都港区虎ノ門１丁目３番１号 2,751,580 45.68

グッドフィールド・ビーチサイド
株式会社
※２、３

奈良県香芝市真美ヶ丘１丁目12番12号 1,885,040 31.29

吉田佳代(戸籍上の氏名：濱渕
佳代)※１、２

奈良県香芝市 740,400 12.29

JGⅡ(CAYMAN),L.P.
※２

190 Elgin Avenue, George Town, Grand
Cayman KY1-9008, Cayman Islands

320,620 5.32

梅乃宿酒造持株会
※２

奈良県葛城市寺口27番地１ 161,840 2.69

松浪雄二
※２、４

奈良県北葛城郡王寺町 80,280 1.33

二宮充
※２、４

奈良県橿原市 22,000 0.37

高橋利光
※２、４

奈良県大和高田市 20,000 0.33

桝永剛
※２、５

奈良県葛城市 20,000 0.33

古澤幸彦
※２、５

奈良県生駒市 11,080 0.18

坂井隆秋
※２、５

大阪府大阪市天王寺区 11,080 0.18

計 － 6,023,920 100.00

(注)１．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を四捨五入しておりま

す。

２．「氏名又は名称」欄の※の番号は、次の通り株主の属性を示します。

１特別利害関係者等（当社代表取締役）

２特別利害関係者等（当社の大株主上位10名）

３特別利害関係者等（役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社）

４特別利害関係者等（当社取締役）

５当社執行役員
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独立監査人の監査報告書

2026年３月17日

梅乃宿酒造株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 児玉 秀康

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉永 竜也

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる梅乃宿酒造株式会社の2023年７月１日から2024年６月30日までの第74期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査

を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、梅乃宿

酒造株式会社の2024年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券届出書 第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、そ

の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

2026年３月17日

梅乃宿酒造株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 児玉 秀康

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉永 竜也

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる梅乃宿酒造株式会社の2024年７月１日から2025年６月30日までの第75期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、梅乃宿

酒造株式会社の2025年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券届出書 第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、そ

の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書

2026年３月17日

梅乃宿酒造株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 児玉 秀康

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉永 竜也

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている梅乃宿酒造株式

会社の2025年７月１日から2026年６月30日までの第76期事業年度の中間会計期間（2025年７月１日から2025年12月31日

まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記に

ついて期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、梅乃宿酒造株式会社の2025年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会

計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において

認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人として

のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務

諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
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められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け

る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告

書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していな

いと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかど

うかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項

について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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